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第１章 計画策定の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

今、我が国では、人口減少・少子高齢化が進み、これまでの社会経済システムの様々

な課題が解決を迫られています。また、情報通信技術（ICT）の急速な進歩による第４

次産業革命という大きな変革は、新たな社会「Society5.01」をもたらすと考えられてお

り、今後、産業や生活が大きく変わっていく可能性があります。 

本県は、人口減少が続いていますが、リニア中央新幹線の開業などを最大限活用でき

るチャンスが訪れています。このチャンスを県民生活の豊かさにつなげるため、市町村

や民間企業などとのパートナーシップにより、取り組んでいく必要があります。 

このため、これから本県が目指す姿をお示しし、県民の皆様と共有するとともに、そ

の実現に向けた県の取り組みの設計図となる総合計画を令和元年 12 月に策定しました。 

 

  総合計画の見直しについて 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）は、個人か

ら国家に至るまで、計り知れない影響を及ぼし、政治社会経済の変容のみならず個人の

価値観までも変化させ、感染症が拡大する前の日常に戻ることはないと考えられます。 

こうした中、これまでの常識が変わっても、山梨県として何より尊重すべきは県民の

幸せであり、県民の皆様とのパートナーシップにより、社会の変革の波に乗り日常生活

や社会活動を“かえる”ことが必要です。 

これからの社会は、感染症の影響により制約のある生活を強いられた中で得られた気

づきを風化させることなく最大限生かしながら、未知なる感染症にも備えることや、感

染拡大の防止を図る取り組みにより生じた、社会的な人と人との距離を”つなげる”こ

とが求められています。 

このため、社会のニーズに合わせて、加速化すべきものと変化させるものを見極め、

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の行政需要に対応すべく、これから本県が目指す将来

像に「感染症に対して強靱な社会」の実現も加え、総合計画を見直します。 

 

 

                         
1 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する新たな社会を目指すもので、第 5期科学技術基本計画においてはじめて提唱

された 
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見直しの方向性 

 

未知なる感染症への対応も想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独創性を発揮し、日本のトップランナーとなり、 

山梨から日本を世界を“かえる” 

 

  

互いを理解し認め、 

安全・安心な生活と経済を両立 

加速した波に乗り 

“かえる” 

持続可能な社会 
（ＳＤＧｓの推進） 

選ばれる山梨へ 

時・場所・人を 

“つなげる” 
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２ 計画の性格と役割、期間 

計画は、各部門における県計画の上位に位置する、新たな県政運営の基本指針となる

ものであり、約 20 年後の 2040 年頃までに目指すべき本県の姿を明らかにする長期的な

構想としての性格と、リニア中央新幹線の開業後となる 2030 年を視野に、これからの

4 年間に実施する施策・事業の内容や工程等を明らかにするアクションプランとしての

性格を併せ持つものです。 

計画期間は、2019（令和元）年度から 2022（令和 4）年度までの 4 年間とします。 

また、本計画をまち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に規定する都

道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略として位置付けるとともに、行財政改革に係る

取り組みについても、本計画の中で一体的に明らかにします。 

なお、2015（平成 27）年 9 月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」に掲げられた持続可能な開発目標（SDGs）について、地方自治体においても

整合性を持った取り組みが求められており、2030 アジェンダに記載された「誰一人取

り残さない」という考え方は、本計画の基本理念と方向性を同じくするものと考えられ

るため、計画の推進に当たっては、本計画の政策体系との関係を整理しながら、推進し

ていくこととします。 
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第２章 長期的展望 

１ 時代の潮流と山梨県の現状 

（１）感染症の世界的大流行（パンデミック）による社会の変容 

2019（令和元） 年 12 月頃に新型コロナウイルス感染症の最初の症例が中国で確認

されて以降、瞬く間に世界へ流行が広がり、2020（令和 2）年 3 月に世界保健機関

（WHO）は、「新型コロナウイルス感染症の拡大がパンデミックと形容される」との認

識を示し、各国に対して対策の強化を訴えました。 

多くの国が市民の健康を守るため様々な施策を導入する中で、感染の抑制を目的と

した渡航制限やロックダウン（都市封鎖）、移動・通勤の制限が行われるなど、感染症

の拡大は、物理的な距離だけでなく、精神的・心理的にも大きな衝撃となり、日常生

活のあり方や教育・医療・交通などの公共サービスのあり方、産業分野におけるサプ

ライチェーン2のあり方など、日常生活及び社会経済活動に多大な影響を与えました。 

我が国においても、2020（令和 2）年 1 月に国内最初の感染者が確認され、その後

感染が急速に拡大する中、政府は、同年 3 月に新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく政府対策本部を設置し、同年 4 月には、国民の生命及び健康に著しく重大な

被害を与えるおそれがあること、医療提供体制もひっ迫し国民生活及び国民経済に甚

大な影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、同法に基づく緊急事態宣言を発出しま

した。 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、日本社会は様々な面での変化が生じ

ており、働き方では、企業等におけるテレワークやローテーション勤務、時差出勤、

自転車通勤の積極的な活用等の取り組みが促されました。また、遠隔教育など ICT を

活用したリモート・サービスへのニーズの高さが改めて浮き彫りとなり、様々なサー

ビスにおけるリモート化等によるデジタルトランスフォーメーション（DX）3が加速化

すると見込まれています。 

また、インターネットショッピングや SNS の利用などによる非対面・オンライン活

動の増加、イベントや外食といった直接接触・対面活動の減少などの行動の変化が生

じています。 

                         
2 原材料や部品の調達から製造・生産管理・販売・配送までを 1つの連続した流れであると捉えた時の名称 
3 データとデジタル技術を活用して、製品・サービスやビジネスモデルとともに業務そのものや、組織、プロセス、企業

文化・風土までも改革すること 
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さらに、感染症の影響下において、家族の重要性をより意識したり、地方移住への関

心が高まるなどの意識の変化がみられ、加えてテレワークの活用を通じて場所にとらわ

れず仕事ができるという認識が広まりつつあります。このような動きは、多様な人材の

活躍の場を広げ、付加価値生産性の向上にもつながり、地方移住の可能性を広げます。 

一方、感染の予防を図るため、外出を自粛したこと、また、テレワークや遠隔教育

などにより会社や学校でのコミュニケーションが大幅に減少したことにより、若者か

ら高齢者まで幅広い層で孤立感を抱く個人が増加しました。そのため、これからのコ

ミュニティには、ICT の活用も含め個人の孤立を解消し、人と人をつなぐ役割が更に

期待されています。 

また、感染の発生を公表した学校、事業所等の関係者への差別的な言動や、感染が

拡大している地域の住民、そこからの帰省者や来訪者への過剰な監視・自粛の圧力と

いった事例等が散見されました。感染者やその家族、勤務先等に対する誹謗中傷や偏

見、差別は、人権侵害に当たり得るのみならず、感染判明時の差別的な言動への恐怖

心から、体調不良時の受診の遅れなどにつながり、結果として感染拡大防止対策に支

障を来すおそれがあることから、感染症への理解を深め、誤解に基づく偏見や差別を

なくす必要があります。 

本県では、2020（令和 2）年 3 月に、山梨県新型コロナウイルス感染症関係総合対

策本部を設置し、県民の安全を最優先に感染拡大の防止に取り組み、4 月には緊急事

態措置として、不要不急の外出自粛や一部の事業者に対する休業などの協力要請を行

い、早期発見と早期治療を基本とし、検査体制・医療提供体制の充実に努めました。 

緊急事態措置の解除後も、県民の安全・安心な生活と経済活動を両立させることが

できるよう、事業者の感染拡大防止対策を認証する制度の創設や人権に関する関係機

関との連絡会議の設置などの対策に取り組んでいます。 

なお、世界的な気候変動の進行などにより、新興・再興感染症4の発生リスクが高ま

っていることから、今般の感染症対応における経験や知見を将来につなげ、今後起こ

り得る未知なる感染症への備えを強化するとともに、感染症の流行に見舞われたとし

ても、状況に応じて平常時と緊急時を切り替えることができる持続可能な新たな社会

                         
4 世界保健機関（WHO）の定義によると、「かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際

的に、公衆衛生上問題となる感染症」を新興感染症とし、一般に 1970 年以降に認識されたもの（エボラ出血熱、エイ

ズ、鳥インフルエンザ、SARS、MERS など）。一方、「かつて存在した感染症で公衆衛生上ほとんど問題にならないように

なっていたが、近年再び増加してきたもの、あるいは将来的に再び問題となる可能性がある感染症」を再興感染症として

いるもの（結核、マラリア、デング熱など） 
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システムを構築することが必要です。 

さらに、東京圏において地方移住への関心が高まっているこの機を捉え、これまでの

移住・定住施策に加えて、お試し居住やワーケーション5を取り込み二拠点居住6を推進

し、地域が誇る資源を最大限生かし，高付加価値化の経済に転換を図る必要があります。 

 

  

                         
5 働きながら休暇を取ることを意味し、仕事を意味する「ワーク（Work）」と休暇を意味する「バケーション

（vacation）」から作られた造語 
6 都市部と地方部に２つの拠点を持ち、どちらの拠点にも仕事・生活の拠点を置くライフスタイル 
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（２）グローバル化の展開 

国際通貨基金（IMF）によると、2018（平成 30）年の世界の実質 GDP 成長率は、ユー

ロ圏や一部新興国で成長の勢いに弱さが見られ、新興・途上国の成長率が 4.5％と前年

を下回ったことなどを要因として、3.6％と前年より低下し、2019（令和元）年も前年

を下回るとしています。 

世界貿易機関（WTO）によると、歴史的に、世界の財貿易の伸びは実質 GDP 成長率を

およそ 1.5 倍上回るペースで拡大しており、経済のグローバル化は、経済成長を上回る

ペースで拡大してきました。2008（平成 20）年のリーマンショック以降、その比率は低

下していましたが、近年再び回復し、グローバルな経済的結びつきが強まっています。 

 

図表 1 世界の GDP 成長率の推移      図表 2 世界の貿易量伸び率と 

実質 GDP 伸び率の比較 

  

出典：「通商白書 2019」（経済産業省 ）       出典：「通商白書 2019」（経済産業省） 

 

政府は、2018（平成 30）年 6 月に策定した「未来投資戦略 2018」において、新興国

を中心に成長が見られる世界経済の需要を取り込み、日本経済の成長につなげていく必

要があるとしています。 

このため、政府は、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが不可欠

であるとして、RCEP（東アジア地域包括的経済連携）、日中韓 FTA 等の経済連携交渉を

進めています。また、2013（平成 25）年に交渉に参加した TPP（環太平洋パートナーシ

ップ）協定については、2018（平成 30）年 12 月に日本を含む 11 か国が参加する形で

発効し、人口 5 億人、GDP10 兆ドル、貿易総額 5 兆ドルという巨大な経済圏が誕生しま
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した。日 EU・EPA 協定についても、2019（平成 31）年 2 月 1 日に発効しています。 

こうした中、2019（令和元）年に新型コロナウイルス感染症の最初の症例が中国で確

認されて以降、世界経済は急速に悪化し、国境を越えた人や物の交流だけではなく、そ

れぞれの国内においても人や物の交流が制限され、その結果、全世界で経済が低迷する

という異次元の経済危機に発展しました。 

国際分業により国境を越えるサプライチェーンが形成される中で、生産活動や物流が

停滞し、物資の不足が生じることとなり、人の移動の制限や物資の不足に伴ってサプラ

イチェーンの途絶が発生し、需要の停滞と並行して世界的に生産活動が低迷する状況に

陥りました。 

WTO の予測では、ほとんどの国・地域において 2020 年の貿易量は大幅に減少し、特

に北米、アジア地域からの輸出が深刻な影響を受けるとしています。 

一方、政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生産拠点の集中度が高い

もの等については、国内外でサプライチェーンの多元化・強靱化を進めるとともに、グ

ローバル・サプライチェーンの強靱化の観点から、エネルギー・鉱物資源の安定供給の

確保や、企業間連携を含め海運・造船業などの海事産業の競争力強化に官民を挙げて取

り組むこととしています。 

また、マスク等衛生用品の生産・調達体制の脆弱性が顕在化したことを踏まえ、生産

拠点や調達先の国内回帰を含む多様化やバックアップとしての在庫の確保などの動き

が進むと予想され、このような社会の変化は、感染収束後においても進行・定着すると

考えられています。 

比較可能な 2007（平成 19）年以降の国内総生産と本県の県内総生産の伸び率を比較

すると、リーマンショックにより 2009（平成 21）年にかけて減少し、その後増加に転

じています。しかし、その後大きく伸びている東京都など、全国的には増加が継続した

のに対して、本県は 2012（平成 24）年にかけて再度減少し、増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 



  9  

図表 3 国内総生産と県内総生産の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成 30 年度国民経済計算年次推計」（総務省）、「平成 29 年度県民経済計算年報」（山梨県）をもとに作成 

 

グローバル化の進展は、モノだけでなく、ヒトの移動も大幅に増加させました。日本

に在留する外国人数は、リーマンショックの影響等で 2009（平成 21）年から減少傾向

にありましたが、2013（平成 25）年からは増加に転じ、2019（令和元）年末は 293 万

3,137 人と過去最高となりました。在留資格別では、技能実習が 41 万 972 人（前年比

25.2％増）、高度専門職が 1 万 4,924 人（前年比 34.9％増）と大幅に増加しており、本

県においても在留外国人は、2015（平成 27）年以降増加傾向にあり、2019（令和元）年

には 1 万 7,000 人を超えました。 

政府は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化を背景に、従来の専門

的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる

外国人材を幅広く受け入れていくため、2019（平成 31）年 4 月に、新たな在留資格とし

て「特定技能」を創設し、外国人材の適正・円滑な受け入れと外国人との共生社会の実

現に向けて取り組むこととしています。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等によって実習が継続困難となっ

た技能実習生､特定技能外国人等の雇用を維持するため、特定産業分野における再就職

の支援を行うことも必要とされています。 

外国人観光客数は、1,000 万人超を記録した 2013（平成 25）年以降も毎年前年を上

回り、2019（令和元）年は 3,188 万 2 千人超と過去最高となりました。本県の外国人延

べ宿泊者数も富士・東部圏域に集中していますが、2011（平成 23）年から 2019（令和

元）年の 8 年間で約 9 倍に増えています。しかし、訪日外国人の一回あたりの旅行消費

単価は他県に比べて低い傾向にあります。 
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2020（令和 2）年 1 月以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、多く

の国において、入国制限や海外渡航禁止等の措置が講じられたことにより、世界的に旅

行者の往来が大幅に減少しており、本県においても、外国人延べ宿泊者数は減少してい

ます。 

政府は、感染収束を見極めつつ、日本の観光地の様子や魅力をメディア広告等の映像

やインフルエンサーの招請等を通じて紹介するなど海外プロモーション等の取り組み

を進めることとしています。 

 

図表 4 在留外国人の推移           図表 5 訪日外客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省ホームページ（R2.3.27 報道資料）          出典：日本政府観光局（JNTO） 

 

図表 6 外国人延べ宿泊者数の推移  図表 7 圏域別の観光入込客数 

 

 

 

 

 

出典：「宿泊旅行統計調査」（観光庁）をもとに作成      出典：「R1 山梨県観光入込客統計調査」（山梨県） 
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図表 8 山梨県の観光入込客数と観光消費額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 山梨県観光入込客統計調査」（山梨県）     

図表 9 訪日外国人の１人１回当たり旅行消費単価／１泊当たり旅行消費単価（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 訪日外国人消費動向調査」（観光庁）をもとに作成 

図表 10 新型コロナ終息後に観光旅行したい国・地域 
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（３）第 4 次産業革命と新たな社会経済システム 

世界的に進んだ情報通信ネットワークの発達や ICT 機器の爆発的な普及、IoT7、 AI8、

ビッグデータ9、ロボットなどの技術を活用した様々なサービスの導入により、第 4 次

産業革命と呼ばれる大きなイノベーションが生まれています。例えば、これまでデータ

化されてこなかった機械の活動状況などの情報がデータ化され、ネットワークを通じて

集積されてビッグデータとなり、それを解析・利用することで、故障する前の適切な部

品交換や、機械の利用方法の最適化などが可能となり、新たな付加価値を生み出してい

ます。 

図表 11 世界の IoT デバイスの数の推移及び予測 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

出典：「R2 情報通信白書」（総務省） 

 

 

 

こうした第 4 次産業革命の新たな技術革新は、人間の能力を飛躍的に拡張する技術

（頭脳としての AI、筋肉としてのロボット、神経としての IoT など）となるため、これ

までの大量生産・大量消費型のモノ・サービスの提供では困難だった製品やサービスの

提供が可能になると考えられています。 

政府は、こうした第 4 次産業革命による新たな技術の社会実装を進め、サイバー空間

（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによって、経

済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会「Society5.0」を実現すること

                         
7 Internet of Things の略で、自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のや

りとりをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというもの 
8 artificial intelligence の略で、大まかには「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技

術」と説明されるが、その定義は定まっていない 
9 多量性（データの量）、多様性（データの種類）、流動性（データの生成スピード）が大きく、従来のデータベースソフ
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としています。そのため、超高速、超低遅延、多数同時接続という 3 つの特性を有する

第 5 世代移動通信システム（5G）の基幹インフラ整備を進めるとともに、自動運転の実

用化や、デジタルガバメントの推進、農林水産業のスマート化など様々な取り組みを進

めています。 

新型コロナウイルス感染症対策では、デジタル化・IT 化の遅れが、感染拡大防止と企

業活動、社会活動の両立の足枷になったと言われており、テレワークやオンライン会議

など「新たな日常」における情報通信ネットワーク技術の活用を確立するためには、デ

ジタルトランスフォーメーション（DX）の推進による、Society 5.0 の理念の実現が改

めて重要とされ、科学技術・イノベーション政策を総動員し、スピード感をもって取り

組みを進めることが必要となります。 

また、政府は、新しい生活様式として、日常生活の場面では「通販も利用」、「電子決

済の利用」、「娯楽、スポーツのオンライン利用」等を実践例として挙げ、感染拡大の予

防を図りつつも、社会経済活動を維持していくためには、デジタル化を前提とした新し

い業務やサービス提供のあり方の確立が求められるとしています。 

本県においても、企業活動や日常生活、教育現場におけるデジタル化を進めていくた

め、第 5 世代移動通信システム（5G）の利活用や普及促進を図るとともに、ICT 教育環

境の充実を図る必要があります。 

本県の産業構造は、産業別付加価値額において、製造業で付加価値額10、修正特化係

数（全国と比較した構成比の割合）11ともに最も高くなっています。また、宿泊業や農

林業、医療・福祉などが、全国と比較して、本県経済に占める付加価値額の割合が高い

産業となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

                         
10 企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を除いたもの 
11 全国の構成比と比較した山梨県の構成比の比率のことで、0より大きい場合は全国と比較して構成比が高いことを示し

ている 
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図表 12 産業別付加価値額の状況          図表 13 県際収支 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「H28 経済センサス」（総務省・経済産業省）をもとに作成        出典：「H23 山梨県産業連関表」（山梨  

県）をもとに作成 

 

県際収支12（山梨県内と県外の収支）でも、生産用機械や電気機械、宿泊業などの対
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図表 14 主要農産物生産額の推移       図表 15 用途別木材生産量・人工林 

（50 年生以上）の割合の推移   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「農業及び水産業生産額実績」（山梨県）        出典：山梨県林業統計書  

 

県内の地場産業は、貴金属・ジュエリー、ワイン、織物などの生産額が多く、それぞ

れ 261 億円、159 億円、80 億円となっています。また、印章や和紙などの古くから続く

伝統的な産業があります。 

 

図表 16 地場産品出荷額（生産額）の推移 

 

 

 

 

 

出典：「R1 工業統計調査」 

（山梨県）、山梨県 

産業技術センターから 

の数値をもとに作成 

 

 

 

第 4 次産業革命によるビジネスプロセスの変化は、新たな雇用ニーズを生み出す一方

で、定型労働13に加えて非定型労働においても省⼈化が進展するため、中スキルの製造、

                         
13 定型業務とは、あらかじめ定められた手順に従って同じ作業工程を反復して行うような業務のことで、非定型業務と

は、問題解決、説得、直感、想像力などが必要とされる高度な業務などのこと。 
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事務、販売といった職が減り、低スキルと高スキルの職に両極化すると考えられていま

す。こうした就業構造の転換に対応した人材育成や、成長分野への労働移動も必要とな

ります。 

図表 17 日本における職業別就業者シェアの変化（１５歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 成長戦略実行計画」 

 

2018（平成 30）年 6 月に策定された第 3 期教育振興基本計画では、こうした社会の

大転換を乗り越え、全ての人が、豊かな人生を生き抜くために必要な力を身に付け、活

躍できるようにする上で、教育の力の果たす役割は大きいとし、社会の持続的な発展を

牽引するための多様な力を育成することや、生涯学び、活躍できる環境を整えることを

基本的な方針として掲げています。 

全国的に、他の職業が 1 倍を超え、人手不足となる中で、事務的職業の有効求人倍率

は 0.44 に留まっており、本県でも同様の状況です。一方、県内の高校から県内の大学

への進学者は 26.6％にとどまっており、県内の大学を選択せずに県外の大学を選択す

る傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

-45%

-25%

-5%

15%

35%

医
療
・対
個
人

サ
ー
ビ
ス
職

清
掃
・警
備

サ
ー
ビ
ス
職

運
転
・

手
仕
事
職

製
造
職

事
務
職

販
売
職

技
術
職

専
門
職

管
理
職

低スキル 中スキル 高スキル

1985-1995

1995-2005

2005-2015



  17  

図表 18 職業別の有効求人倍率（2017（平成 29）年 8 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地方制度調査会         

 

図表 19 出身校所在地への大学進学者の割合 
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（４）誰もが活躍できる社会づくりと社会保障制度の改革 

日本の構造的な課題である少子高齢化により、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の数は

減少に転じており、2040 年には 6,500 万人を下回ると見込まれています。この影響は、

労働供給の減少だけでなく、将来の経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、経済の持

続可能性を危うくします。 

このため、政府は、2016（平成 28）年 6 月に「ニッポン 1 億総活躍プラン」を策定

し、この流れに歯止めをかけ、誰もが生きがいを感じられる社会、女性も男性も、お年

寄りも若者も、障害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰も

が活躍できる「一億総活躍社会」を目指していくこととしました。 

2017（平成 29）年における全国の 30 歳代女性の有業率は 73％前後でしたが、本県の

有業率14は全国より高く 78％台でした。しかし、本県の場合は全国に比べて 30 代女性

の非正規での有業率が 7 ポイントほど高くなっています。 

こうした中、新型コロナウイルス感染症の拡大は、女性の雇用に深刻な影響を与えて

おり、2020（令和 2）年度の上半期では、女性の非正規雇用労働者を中心に就業者数は

減少しています。 

 

図表 20 年齢別人口構成の推移        図表 21 女性の有業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「H29 将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所)より作成    出典：「H29 就業構造基本調査」(総務省)より作成 
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少子高齢化が進んだ日本は、健康寿命15が世界一の長寿社会でもあり、65 歳以上の高

齢者の人口は、2040 年まで増加を続ける見込みです。医療や健診等のデータを活用し

た自発的な健康づくり、生活習慣病予防などにより、健康寿命の更なる延伸も期待され

ており、こうした人生 100 年時代には、現在も本県の高齢者の有業率は高い水準にあり

ますが、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し

続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくる必要があります。 

政府は、その重要な鍵を握るのが「人づくり革命」、人材への投資であると考え、2018

（平成 30）年 6 月に「人づくり革命基本構想」を策定し、幼児教育や高等教育の無償

化、高齢者雇用の促進など、5つの柱に基づいて取り組みを進めていくこととしました。 

 

図表 22 高齢者の男女、都道府県有業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「H29 就業構造基本調査」（総務省）をもとに作成     

 

                         
15 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 
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産業面についても、政府は、健康寿命延伸分野の市場創出と産業育成は、国民の生活

の豊かさ、医療費の抑制、雇用拡大や経済の成長に資すると考え、経済産業省に次世代

ヘルスケア産業16協議会を設置し、新たな健康関連サービスや製品に関する検討を進め

ています。 

また、政府は「働き方」という日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働

くということに対する考え方そのものについても改革しようとしています。2017（平成

29）年 3 月に策定した「働き方改革実行計画」では、一人ひとりの意思や能力、置かれ

た個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方が可能となるよう、働く人の視点に立って、

働く人一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るように労働制度の抜本改革を行い、

企業文化や風土も含めて変えようとしています。 

このため、同一労働同一賃金や時間外労働の制限などの労働制度の改革に加え、ICT

を活用した柔軟な働き方がしやすい環境整備や、女性や若者が活躍するための環境整備、

子育て・介護と仕事の両立支援、障害のある方の希望や能力を生かした就労支援、外国

人材の受け入れなどに取り組んでいくこととしています。 

さらに、急速な少子高齢化は、年金や医療、福祉などの社会保障の持続可能性を脅か

しています。そのため、ニッポン 1 億総活躍プランでは、誰もが活躍できる「1 億総活

躍社会」を実現することにより、経済成長が促され、それによって更なる子育て支援や

社会保障の基盤を強化するという「分配と成長の好循環」のメカニズムを掲げ、これを

実現するために、様々な取り組みが進められています。 

一方、政府は、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、柔軟な医療提供体制や

データの利活用、健康予防の重要性が再認識されたことにより、社会保障制度の基盤強

化を進め、「新たな日常」を支える社会保障を構築し、感染症や災害、救急等の対応に

万全を期すためにも、医療・介護分野におけるオンライン化を加速し、PHR17の拡充も含

めたデータヘルス改革を推進する必要があるとしています。 

また、感染症への対応として広まったテレワーク等がもたらした、新たな働き方やワ

ーク・ライフ・バランスの取り組みの流れを後戻りさせることなく最大限生かしつつ、

働き方改革を加速させることとしています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染者や医療従事者等に対する誹謗中傷や偏見、

差別が発生しましたが、こうした行為は無益であり、かつ有害であることをしっかりと

                         
16 医療、介護、福祉関連の製品、サービスや健常者の健康の維持・増進を目的とした製品、サービスを総称する概念 
17 Personal Health Record の頭文字をとった略語で、個人の健康・医療・介護に関する情報 
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認識することが必要となります。 

本県では、個人情報の保護や施設及び地域等の風評被害に特に留意し、個人や施設等

が不必要に特定されたり、差別・偏見の対象にならないよう十分配慮し情報を公開する

とともに、人権侵害が生じた場合は、関係機関と情報共有を図り、連携して適切に対応

しています。 

社会保障の中核となる公的年金、医療保険、介護保険については、年金額改定ルール

や高額療養費制度、介護保険における利用者負担の見直しなどを行うとともに、これら

を支える人材の確保を図り、制度の持続可能性を高める改革に取り組んでいます。本県

の医療従事者について、人口 10 万人当たりの医師数は、県全体では全国水準をやや下

回る程度ですが、二次医療圏18ごとにみると偏在が見られます。 

 

図表 23 人口 10 万対医療施設従事医師数 

 

 

 

 

 

 

    出典：「H30 医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）、山梨県福祉保健部の数値をもとに作成 
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18 健康増進・疾病予防から入院治療まで一般的な保健医療を提供する地域単位で、山梨県の場合は４つの二
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図表 24 保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R2保育所等関連状況取りまとめ」（厚生労働省） 
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（５）地球温暖化への対応と持続可能な開発目標（SDGs） 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）19が 2013（平成 25）年に公表した報告書では、

気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950年代以降に観測された変化の多くは、

数十年から数千年にわたって前例がないものとしています。 

 

図表 25 世界の年平均気温の経年変化 

  

 

 

 

 

 

 

 

   出典：気象庁ホームページをもとに作成 
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19 1988 年に国連環境計画と世界気象機関により、気候変化や影響、適応、緩和方策について包括的な評価を行うために

設置された組織 
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解消、エネルギーの確保といった経済・社会の改革、気候変動や生態系の保全などの地

球環境と密接に関わる課題など、幅広い分野を含んでいます。 

政府も、2016（平成 28）年に「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し、2017

（平成 29）年 12 月に「SDGs アクションプラン 2018」を決定し、SDGs と連動した官民

挙げての「Society5.0」の推進、SDGs を原動力とした地方創生、SDGs の担い手である

次世代・女性のエンパワーメントを 3 つの柱として掲げ、取り組んでいくこととしまし

た。 

 

図表 26 SDGs の 17 のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、官民が連携して国内外で SDGs 推進

の機運を醸成し、質の高いインフラ、環境・気候変動・エネルギー、保健などの分野で

関連する取り組みや投資を強化することとしています。 

地球温暖化については、パリ協定を踏まえた脱炭素社会の構築に向けた取り組みが進

められています。2015（平成 27）年 12 月に COP21（気候変動枠組条約第 21 回締約国会

議）で採択された「パリ協定」は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べ 2℃

より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること、そのために、今

世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の実質ゼロを目指しています。 

政府は、パリ協定への対応として、2016（平成 28）年に「地球温暖化対策計画」を策

定し、中期目標として、2030（令和 12）年度の温室効果ガスの排出を 2013（平成 25）

年度比 26％削減すること、長期的目標として 2050（令和 32）年までに 80％の温室効果

ガスの削減を目指すことを掲げ、さらに、パリ協定に基づく長期低排出発展戦略として、

（①貧困） （②飢餓） （④教育） （⑤ ）（③保健） （⑥水・衛生） 

（⑦ ） （⑧ ） （⑩不平等） （⑪都市）（⑨ ） （⑫ ） 

（⑬ ） （⑭ ） （⑯平和） （⑰ ）（⑮ ） 



  25  

2019（令和元）年 6 月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定しまし

た。 

世界的に脱炭素化の機運が高まっていますが、脱炭素社会の実現は一足飛びには実現

できません。運輸燃料や発電など広範囲で活用できる化石燃料は、依然として重要なエ

ネルギー源であり、再生可能エネルギーを含めたエネルギーミックスとの整合を図りな

がら、脱炭素社会実現に向けた取り組みを進めていくこととしています。 

政府は、2015（平成 27）年 7 月に策定した「エネルギーミックス（長期エネルギー需

給見通し）」において、原油換算の最終エネルギー消費量を 2013（平成 25）年度の 3.6

億 kl から 2030（令和 12）年度の 3.3 億 kl として省エネを進めるとともに、再生可能

エネルギーなどのゼロエミッション電源（発電時に CO2 を排出しない電源）の占める比

率を、2013（平成 25）年度の 12％から 2030（令和 12）年度には 44％まで拡大し、CO2

の排出量は 12.4 億 t から 9.3 億 t に削減することとしています。 

また、政府は、2020（令和 2）年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、

温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも成長の機

会と捉え、従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変

革をもたらし、大きな成長につながるとしています。 

一方、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、テレワークや遠隔教育などデジタル

化が急速に進んでおり、これらは移動に伴う二酸化炭素の排出を削減しうるものである

ため、感染症の収束後にあっても、引き続き積極的に活用していくことが期待されます。 

県内の発電量は、豊富な水力を活用し、かつては使用量を大きく上回っていましたが、

電力需要の増加に伴い、現在は使用量の 45.8％となっています。一方、豊かな水資源や

長い日照時間といった地域特性を生かして、再生可能エネルギーの利用が進んでいます。 
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図表 27 発電量と電力使用量       図表 28 本県の再生可能エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：電力調査統計（資源エネルギー庁）をもとに作成            ※出力を基に発電量を推計

出典：山梨県森林環境部 
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（６）安全な暮らしの確保 

地球温暖化による継続的な気候変動は、気象現象にも大きな影響を与えており、この

方向性は今後も長期的に続くと考えられています。日本の年平均気温も、長期的には100

年あたり約 1.21℃の割合で上昇しており、特に 1990 年代以降、高温となる年が頻出し

ています。年降水量については、長期的な変化傾向は見られませんが、1 時間降水量 50mm

以上となる激しい雨の年間発生回数には増加傾向が見られます。 

 

 

図表 29 日本の年平均気温偏差   図表 30 1時間降水量 50mm以上の年間発生回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁ホームページをもとに作成              出典：気象庁ホームページ 
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の台風 19 号は、本県を含めた日本の幅広い範囲に被害をもたらしました。また、2020

（令和 2）年 7 月には、梅雨前線が長期間停滞し西日本から東日本にかけて広い範囲で

大雨となり、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される中、各地で大きな被害をも

たらしました。 

国では、今後も気候変動による降雨量の増大や水害の激甚化・頻発化が予測されるこ

とから、このような水災害リスクの増大に備えるために、集水域から氾濫域にわたる流

域全体のあらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治

水」を推進することとしています。 

また、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」、「予防保全型インフ
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率的に進めるためのデジタル化等の推進」の各分野について、更なる加速化・深化を図

ることとし、2025（令和 7）年度までの 5 か年に追加的に必要となる事業規模等を定め、

重点的・集中的に対策を講ずることとしています。 

内閣府では、平成30年7月豪雨を踏まえ避難勧告等に関するガイドラインを改定し、

この中で、災害時に、避難行動が容易にとれるよう、これまでの避難のタイミングを明

確にし、防災情報を分かりやすく提供することとし、「自らの命は自らが守る」意識の

徹底や地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知を図ることとし、本県も市町村と

連携して普及啓発に取り組んでいます。 

また、地震については、2016（平成 28）年 4 月には、2 回の震度 7 を含め、震度 6 弱

以上の地震が通算して 7 回を記録した熊本地震が発生し、多数の家屋倒壊や土砂災害に

より、甚大な被害をもたらしました。さらに、2018（平成 30）年 9 月には、北海道胆振

地方中東部を震源に、震度 7 を記録する地震が発生し、大規模な停電が発生するなどラ

イフラインに大きな影響を与えました。また、南海トラフを震源域とする巨大地震が、

今後30年で70％～80％程度の確率で発生するとの予測結果が文部科学省の地震調査本

部から示されており、本県においてもその影響が及ぶとされています。 

併せて、内陸型の断層に由来する直下型地震のリスクについても依然として高まって

いるという指摘もあることから、万全の対策を講じていく必要があります。 

さらに、火山活動については、近年、御嶽山をはじめ、草津白根山、浅間山など、全

国各地で噴火が発生しており、本県においても、富士山の火山噴火を巡り国や静岡県、

関係市町村と共同したハザードマップの改定などを進めています。大規模噴火による影

響は、広範囲に及ぶことが懸念されており、2019（令和元）年 7 月には、火山対策の推

進のため、本県が幹事県となり、23 の都道県による「火山防災強化推進都道県連盟」を

立ち上げ、火山対策に関する法制度の充実や、施設・設備等の財政負担などを国に強く

働きかけていくこととしています。 

一方、このような行政による「公助」の取り組みに加えて、広域的な大規模災害発災

時には、住民による「自助」や地域が力を合わせる「共助」の重要性が指摘され、行政

自らが被災し、行政が防災機能を果たせなかったケースが生じた東日本大震災以降強く

認識されるようになっています。このため、政府は、「自助」「共助」を促すことを目

的として、災害対策基本法を改正し、地区防災計画制度を創設しました。本県において

はこれと相まって、自助、共助及び公助が一体となり、相互に連携して取り組んで行く

ことが重要であるとし、2018（平成 30）年 3 月に防災基本条例を制定し、災害に強い地
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域社会の実現を目指しています。 

また、政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、避難者の密度を低くし、十分

なスペースを確保するよう自治体に対して周知し、加えて感染症予防に必要な物資につ

いて流通在庫等に応じて事前に必要な量を備蓄することとしています。 

本県では、2017（平成 29）年 3 月に策定した「避難所運営マニュアル《基本モデル》」

の増補版として、2020（令和 2）年 6 月に「新型コロナウイルス感染症に対応した避難

所運営マニュアル作成指針」を策定し市町村に示すなど、避難所における感染拡大の防

止を図っています。 

犯罪などの社会的側面に目を向けると、2017（平成 29）年中の刑法犯の認知件数21は

15 年間で 3 分の 1 以下にまで減少するなど、数値上は一定の改善が見られますが、ス

トーカー事案や配偶者からの暴力事案、児童虐待、電話詐欺（特殊詐欺）、サイバー犯

罪などが発生しています。 

また、2017（平成 29）年の交通事故は、発生件数、死者数、負傷者数とも、前年から

減少し、死者数は 1948（昭和 23）年以降の統計で最少となりましたが、一般の運転者

に危険を感じさせるような悪質・危険な運転行為（いわゆるあおり運転）が社会問題化

しています。 

本県では、2005（平成 17）年には 1 万件以上であった刑法犯認知件数は減少傾向に

あり、2019（令和元）年には 3,985 件まで減少しています。しかし、電話詐欺（特殊詐

欺）は依然として件数、被害額ともに高い水準となっています。 

図表 31 犯罪統計   図表 32 電話詐欺（特殊詐欺）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 犯罪統計」（山梨県警察本部）            出典：山梨県警察本部 
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（７）経済活動や暮らしを支える交通ネットワークの構築 

政府は、急激な人口減少、少子化と、地域的な偏在の加速や、ICT の劇的な進化等技

術革新の進展など国土を取り巻く時代の潮流を踏まえ、2015（平成 27）年 8 月に「国土

形成計画（全体計画）」を変更し、リニア中央新幹線の開業により、東京、名古屋、関

西の三大都市圏が一体化し、人口 6 千万人を擁する世界最大の大都市圏となることで、

世界からヒト、モノ、カネ、情報を引き付け、世界を先導するスーパー・メガリージョ

ン22の形成を推進するとともに、大都市圏と地方圏のアクセスの利便性が飛躍的に向上

することから、「二地域居住23」、「二地域生活・就労」等の新たなライフスタイルを

促進することとしています。 

また、新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえた柔軟な働き方や地方都市での就

労・居住の推進に向け、ユニバーサルデザイン24の街づくりや効率的な移動環境の整備

等を通じて、地域の魅力を高めるとともに、地域を支える高規格幹線道路、整備新幹線

及びリニア中央新幹線等により人や物の流れを生む強靱で信頼性の高い交通ネットワ

ークの早期整備・活用を図り、二者択一ではない大都市圏と地方圏の関係の構築につな

げていくとしています。 

リニア中央新幹線については、品川・名古屋間の開業が 2027（令和 9）年、大阪まで

の全線開業が 2045（令和 27）年（最大 8 年前倒し）に設定され、東京都・名古屋市間

が約 40 分、東京都・大阪市間が約 1 時間で結ばれるようになれば、今まで以上に各都

市間の結びつきが強まり、世界で類例のない巨大都市圏の誕生が期待されています。 

本県も、リニア中央新幹線の開業により、東京圏や名古屋圏、関西圏との時間距離が

大幅に短縮され、人の流れが大きく変わると考えられ、実際の運用環境に近い状態で先

端技術の実証実験を行う「テストベッド」の提供により、新たな産業の創出や関連産業

の集積、研究開発拠点の形成等につなげていくこととしています。 

 

 

 

                         
22 国の国土形成計画において記載された概念で、リニア中央新幹線が東京、名古屋、大阪の三大都市圏を結ぶことにより

形成が期待される巨大経済圏 
23
 都市部と地方部に２つの拠点を持ち、平日は都市部で暮らし、仕事をして、週末は地方部で趣味などのゆとりある生

活を過ごすライフスタイル 
24 年齢、性別、能力、国籍などの違いに関わらず、全ての人が笑顔がこぼれるよう、はじめから、安心・安全で利用し

やすいように、建物、製品、サービスなどをデザインすることと、そのプロセス 
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図表 33 リニア中央新幹線の開業による時間距離の短縮 

 

 

高速道路等の幹線道路の整備について、政府は、整備した幹線道路がネットワークと

して機能することにより、企業立地や観光周遊の促進、広域的な医療サービスの享受、

災害時の迂回ルートの確保などといった、いわゆるストック効果が最大限発揮されるよ

う引き続き行っていくとしています。 

県内においても、一般道の道路延長は、2019（令和元）年に 11,177km と過去 30 年間

で約 10％、高速自動車国道は 180km と約 30％増加しています。現在も、中部横断自動

車道や新山梨環状道路などの高速道路・地域高規格道路が整備、計画されており、甲府

都市圏における渋滞の解消や各都市間の連絡強化、リニア駅とのアクセス強化を進めて

います。 

中でも、中部横断自動車道の開通は、太平洋から日本海までを新たなルートで結ぶこ

とになり、国際拠点港湾である清水港と新潟港を活用したアジア地域、TTP11 をはじめ

その先のアメリカ、EU などとの貿易の促進や、富士山静岡空港を利用した観光客の増

加などのアクセス向上による効果が期待されます。さらに、国土強靱化の観点からも、

国道 52 号及び国道 141 号とのダブルネットワークとして災害時の代替道路、医療活動

や救援物資輸送の支援など重要性が高まっています。 

 

  



  32  

図表 34 高速道路・地域高規格道路概要 

（整備中・計画中のものを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 35 道路延長の推移       図表 36 主な土木施設の老朽化率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山梨県県土整備部          出典：山梨県森林環境部・県土整備部 

  

その一方で、多くのトンネルや橋梁が高度経済成長期以降に建設されたため、今後 20

年間で、建設後 50 年以上超過する施設の割合が高まり、急速に老朽化が進むと見込ま

れます。 
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おいて各種サービス機能をコンパクトに集約し拠点化すると同時に、より高次の都市機

能によるサービスが成立するために必要な人口規模を確保するため、各地域をネットワ

ーク化することが必要となります。政府は、この「コンパクト＋ネットワーク」という

考え方により、国全体としての生産性を高めていくとしています。 

このため、2014（平成 26）年に都市再生特別措置法と地域公共交通活性化再生法がそ

れぞれ改正され、生活拠点などに、福祉・医療等の施設や住宅を誘導し、集約する制度

や、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携して、面的な公共交通ネットワーク

を再構築するための新たな仕組みが設けられました。 

少子高齢化が進む中で、地域の公共交通サービスの利用者の減少や交通事業の担い手

不足とともに、高齢者の移動手段の確保が課題となっていますが、急速に技術開発が進

展している自動運転技術によって、新しい移動サービスが誕生することで、移動手段不

足の課題を解決することが期待されています。 

本県においても、バスを中心に公共交通の輸送人員の減少が見られるとともに、超高

齢化社会が進展する中で、運転免許返納者数が急増しており、移動手段の確保が課題と

なっています。 

図表 37 公共輸送人員の推移    図表 38 運転免許返納者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「H30 山梨県統計年鑑」(山梨県)、国土交通省の数値をもとに作成      出典：「運転免許統計」（警察庁）をもとに作成 
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（８）人口減少抑止への挑戦と地方創生  

我が国の人口は 2008（平成 20）年をピークに減少局面に入っています。総務省の人

口推計によると、2019（令和元）年 10 月 1 日現在の総人口は 1 億 2,616 万 7 千人であ

り、前年に比べ 27 万 6 千人の減と、9 年連続での減少となりました。こうした中、本

県の人口も、前年から 6 千人減の 81 万 1 千人となり、減少傾向が続いています。 

全国的に出生数も減少しており、2019（令和元）年の１年間に生まれた子どもの数は

前年から 5 万 3 千人余り少ない 86 万 5 千人となりました。本県においても、10 年前か

らは 1,428 人減、20 年前からは 3,125 人減の 5,193 人となっており、全国と同様の傾

向にあります。 

年齢３区分でみると、年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15 歳から 64 歳まで）

の減少と高齢者人口（65 歳以上）の増加が顕著であり、少子高齢化が急速に進んでいま

す。 

図表 39 全国の総人口・年齢 3 区分人口の推移 

                   出典：「H25 国勢調査」（総務省）、「R1 人口推計」（総務省） 

図表 40 本県の人口構造の変化 
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一方、2019（令和元）年の東京圏（東京都、埼玉県、神奈川県及び千葉県の区域）の

人口は全人口の約 3 割に相当する 3,672 万 8 千人にのぼり、依然として東京一極集中が

進行しています。同年の地方から東京圏への転入超過数は 14 万 6 千人となり、24 年連

続の転入超過を記録しました。この転入超過数の大半が若年層であり、かつ、近年は女

性の転入超過数が増加傾向にあります。 

同年の東京圏の合計特殊出生率は、東京都で全国最下位の 1.15 となっているほか、

神奈川県が 1.28、埼玉県が 1.27、千葉県が 1.28 と低水準にとどまっていることを考え

あわせると、東京圏に若者が集まる社会的人口動態が少子高齢化に拍車をかける要因に

なっているとみることもできます。 

 

図表 41 東京圏・地方圏の転入・転出者差引数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 住民基本台帳人口移動報告」（総務省） 
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図表 42 東京圏への転入超過数（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「R1 住民基本台帳人口移動報告」（総務省）    

 

このような社会的人口動態は、東京圏に隣接する本県にも大きな影響を与えています。

転入・転出の状況を年齢別・地域別にみると、20 歳代で大幅な転出超過となっており、

また、東京圏への転出の大きさが突出していることがうかがえます。若年世代の東京圏

を目指した県外転出が進み、とりわけ、女性においてその傾向がより強いことは、本県

における出生数の減少をもたらしており、死亡数の多い高齢社会の特徴とも相まって、

自然減が年々拡大している状況も見られます。 

 

図表 43 本県の地域別転入・転出者差引数（2019 年） 

 

出典：「R1 住民基本台帳人口移動報告」（総務省） 
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図表 44  自然増減数・社会増減数の推移 

出典：「R1 人口動態統計」（厚生労働省）、「R1 住民基本台帳人口移動報告」（総務省）をもとに作成 

 

我が国が直面する人口減少・少子高齢化という構造的課題に対し、将来にわたって活

力ある日本社会を維持する観点から、2014（平成 26）年、内閣に「まち・ひと・しごと

創生本部」が創設されました。同年 12 月には「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

とともに、第１期（2015（平成 27）年度から 2019（令和元）年度まで）の「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」が策定され、「地方にしごとをつくり、安心して働けるよう

にする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育て

の希望をかなえる」、「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地

域と地域を連携する」の 4 つの基本目標のもと取り組みが進められ、国は第１期の地方

創生に関し、「我が国における将来の人口減少と少子高齢化は依然として深刻な状況」

「東京一極集中に歯止めがかかるような状況にはなっていない」との現状認識を示し、

「取組の強化が求められる」と総括しています（「基本方針 2019」）。 

2019（令和元）年 12 月には、第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定さ

れ、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正を

共に目指すため、第１期の成果と課題等を踏まえて、第１期「総合戦略」の政策体系を

見直し、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地方とのつな

がりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をか

なえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」の４つ

の基本目標と、「多様な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを力にする」の
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２つの横断的な目標の下に取り組むこととしています。 

一方、2020 年 1 月に国内で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症の

拡大は、地方への移住の関心の高まりやテレワークなどの新たな働き方など、国民の意

識・行動変容をもたらしました。 

都市部では、人口集中による弊害として、密閉、密集、密接の３密の回避が厳しく、

また、パンデミックや医療崩壊の発生する可能性が高いなど、その脆弱性が顕在化し、

地方への移住や就業に対する関心が高まるとともに、東京圏から地方へのひとの流れが

見られるようになっています。2020 年の月ごとの転出入の状況を見ると、4 月以降、日

本人移動者の東京圏への転入超過数は 2018 年、2019 年の水準を下回り、7 月から 9 月

まで及び 11 月において転出超過になっています。 

 

図表 45  感染症拡大前後の東京圏への転入超過数の推移 

出典：「住民基本台帳移動報告」（総務省） 

 

このような新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020（令和 2）年 12 月に、第

2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が改訂され、「新型コロナウイルス感染症は

地域経済・社会に大きな打撃を与えた一方、これを機に地方へのひと・しごとの流れに

つながる新たな働き方の萌芽もみられる」とし、感染症の影響を踏まえた地方創生の今

後の方向性として、「感染症による意識・行動変容を踏まえた、ひと・しごとの流れの

創出」、「各地域の特色を踏まえた自主的・主体的な取組」を加え、再び地域の経済・

社会を活性化させ、地方創生を実現することとしています。 

国の動きにあわせ、本県においても、2015（平成 27）年に、「山梨県まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン」と、同ビジョンに描く将来展望を実現するための「山梨県まち・

-1,682 -739 -56 -393 
-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（人）
2018年 2019年 2020年



  39  

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地域に根ざした雇用の確保、明日の山梨を担う

人材の育成、人の流れの創出による経済の活性化、生み育むことにやさしい環境づくり

及び活力あふれる地域づくりを目指した取り組みを進めてきました。 

国は、第 1 期の地方創生に関し、「我が国における将来の人口減少と少子高齢化は依

然として深刻な状況」、「東京一極集中に歯止めがかかるような状況にはなっていない」

との現状認識を示し、「取組の強化が求められる」と総括しています（「基本方針2019」）。 

また、第 2 期の地方創生に関し、新型コロナウイルス感染症により、地域の経済・生

活に影響が生じ、デジタル化の遅れなども顕在化していることから、感染症克服と経済

活性化の両立の視点を取り入れ、デジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進し

つつ、東京圏への一極集中、人口減少・少子高齢化という大きな課題に対し、取り組み

を強化していくこととしています（「基本方針 2020」）。 

地方創生は、全国的・構造的な課題である人口減少に立ち向かい、これに歯止めをか

けて地域に活力を取り戻していく息の長い政策であり、本県としても、「継続を力にす

る」という国の基本姿勢を共有し、国と共同歩調をとりながら、今後とも粘り強く取り

組んでいく必要があります。 

 

  



  40  

２ 山梨県の可能性と課題 

（１）山梨県の可能性 

将来にわたって本県が発展していくために生かすことができる可能性としては、日本

全体で共通しているグローバルな成長と ICT の発展、本県の特色である蓄積された地域

資源、交通環境等の改善、優れた生活環境に関する項目として、以下のようなものが考

えられます。 

 

＜グローバルな成長と ICT の発展＞ 

① 近隣のアジア諸国の高い成長率 

② 国内でも成長率の高い東京都に近接 

③ TPP 等による巨大な経済圏の誕生 

④ オリンピック・パラリンピック開催を契機とした外国人旅行者の更なる増加 

⑤ ICT の活用による省力化、付加価値の高い製品・サービス 

 

＜蓄積された地域資源＞ 

① 機械電子産業の集積 

② 世界遺産富士山をはじめとする観光資源 

③ 収穫量が全国第 1 位のぶどう、もも、すももなどの果樹農業 

④ 木材として利用可能な人工林の増加 

⑤ ワインや日本酒、ジュエリー、織物などの特色ある地場産業 

⑥ 水力や太陽光などを活用した再生可能エネルギー 

 

＜交通環境等の改善＞ 

① 中部横断自動車道による広域的物流体系等の確立 

② リニア中央新幹線の開業による大都市圏との時間短縮 

③ 自動運転の実用化 

 

＜優れた生活環境＞ 

① 全国でも最高水準の健康寿命 

② 女性や高齢者の高い有業率 
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（２）山梨県の課題 

将来に向けた発展を実現していくためには、（１）で整理した可能性を活用しながら、

以下のような課題を解決していく必要があります。社会面や環境面の課題については、

日本全体として解決していく課題でもありますが、経済面については、特に本県の特色

を生かしながら取り組んで行く必要があります。 

 

＜経済面＞ 

① 第 4 次産業革命などに対応した産業構造への変換 

② アジア諸国等への果実などの輸出増加 

③ 観光消費額の伸び悩み 

④ 情報通信産業等の集積 

⑤ リニア開業効果の全県への波及 

⑥ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

 

＜社会面＞ 

① 若年層の県外への流出 

② ICT の進歩など時代に対応した人材育成 

③ 子育て支援、働き方改革等による誰もが活躍できる環境づくり 

④ 医療・介護・福祉で必要な人材の確保 

⑤ 高齢者等の移動手段の確保 

⑥ 電話詐欺対策等安全な生活環境の確保 

⑦ 個人、コミュニティ、行政の果たす役割の再構築 

⑧ 未知なる感染症への備え 

 

＜環境面＞ 

① 豊かな自然環境の保全と活用 

② 地球温暖化対策の推進 

③ 持続可能な社会への転換 

④ 激甚化する自然災害や富士山火山噴火への備え 
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３ 基本理念 

（１）目指すべき本県の姿 

全国的に人口減少・少子高齢化が進行する中、同様の傾向にある本県においては、地

域経済や県民生活に関連した様々な課題に取り組んでいかなければなりません。 

その一方で、リニア中央新幹線をはじめ、中部横断自動車道、新山梨環状道路など、

県民の生活に豊かさをもたらす国家規模のプロジェクトが進行中です。歴史的にも、明

治時代の中央本線甲府駅以東の開通（1903（明治 36）年）や、昭和時代の中央自動車道

の全線開通（1982（昭和 57）年）は、本県の発展に大きな役割を果たしました。 

また、ICT 機器の爆発的な普及や、AI、ビッグデータ、IoT などの情報通信技術の急

速な進歩により、世界的に第４次産業革命と言われる変化が進んでいます。あらゆる分

野でのデジタル化が進み、産業構造や社会構造が大きく変わろうとしています。この急

速な変化に的確に対応できれば、現在直面している様々な課題を解決する突破口となる

可能性もあります。 

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症により、日常生活及び社会経済活動は感染

症対策を基軸としたものへと変更を余儀なくされ、感染拡大前の日常には戻ることがで

きないと考えられます。これからは、未知なる感染症の発生も想定し、安全で安心な生

活と経済を両立することも求められています。 

今、この大きな変化、機会を県民の生活に結びつけ、未来に向けて「前進」する取り

組みが求められています。そして、県民一人ひとりが、昨日より今日は良くなったと「実

感」し、今日より明日は良くなると「確信」できる、希望と元気と活力ある山梨県を創

るために取り組んでいかなければなりません。 

計画の見直しにおいても、本県が目指すべき姿である『県民一人ひとりが豊かさを実

感できるやまなし』は継続し、県民の生活に寄り添いながら、県民の皆様はもちろん、

市町村、関係団体、民間企業、NPO、教育・研究機関などとのパートナーシップにより、

この山梨の地こそ、最も自分が輝ける場所であり、幸せになれる場所となるよう、一人

ひとりが抱く夢や希望を実現できる県、もっと豊かさと幸せを実感できる県を目指しま

す。 

 

（２）「豊かさの実感」に向けて 

目指すべき本県の姿の実現に向けて取り組みを進めるに当たって、まず、「豊かさ」

とはどのようなものであるかを考える必要があります。2017（平成 29）年に実施した県
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民意識調査では、豊かさのイメージとして、心身の健康（51.6％）の回答率が最も高く

なりましたが、時間的なゆとり（39.7％）、快適な居住環境（37.5％）、収入や資産が多

い（36.4％）、恵まれた人間関係（31.8％）なども高い回答率でした。 

 

図表 46 「豊かさ」のイメージ 

 

※網掛けはそれぞれ最も回答率が高い項目及び 2番目に回答率が高い項目 

出典：H29 県民意識調査 

社会全体として豊かになり、価値観が多様化するで、「豊かさ」は必ずしも物質的な

豊かさを意味しなくなり、県民一人ひとりにとっての豊かさも多様化しています。また、

それぞれのライフステージによっても変化していくと考えられます。県民意識調査でも、

心身の健康については年齢が上がるに従って増加していく一方で、社会生活を始める、

若しくは始めたばかりの若年層では、収入や資産が多いが最も高くなっており、将来的

な安定性を確保するためにも、豊かさの条件として、ある程度の収入や資産が必要と考

えていると思われます。さらに、子育て世代であるとともに、社会においても中核を担

い、様々な役割を果たしている 30 代から 50 代では、時間的ゆとりがあることが豊かさ

であると考える割合が高くなっています。 

こうした中、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日常生活や働き方など生活ス

タイルが変わり、これまでの豊かさに対する考え方に変化が生じています。 

内閣府が 2020（令和 2）年 6 月に公表した「新型コロナウイルス感染症の影響下にお

ける生活意識・行動の変化に関する調査」では、テレワーク経験者は感染症拡大前に比

べて、仕事よりも生活を重視するようになったと回答している割合が高く、地方移住へ

の関心も高い傾向にあることから、テレワークが普及する中で時間的ゆとりや快適な居

住環境は、豊かさの重要な条件になると考えられます。 

また、40 代以上で高い回答率である心身の健康は、今後、感染症の影響により年代を

問わず、豊かさにつながると考えられます。 

 

全体 男性 女性 18〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上
心身の健康 51.6 48.8 54.5 35.0 35.6 39.2 52.6 52.2 62.4 60.7
時間的なゆとり 39.7 38.1 41.5 37.5 34.7 53.2 44.0 47.4 32.2 28.8
快適な居住環境 37.5 38.4 36.6 32.5 29.7 37.4 40.5 39.9 41.1 34.1
収入や資産が多い 36.4 40.0 32.6 47.5 51.0 50.5 41.2 35.2 29.9 16.5
恵まれた人間関係 31.8 30.3 33.5 32.5 29.2 35.1 37.1 29.0 28.1 32.6
恵まれた自然 26.1 26.6 25.6 32.5 25.7 20.3 18.6 21.5 28.7 40.4
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図表 47 新型コロナウイルス感染症の影響下における 

生活意識・行動の変化に関する調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（内閣府） 
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質問 今回の感染症拡大前に比べて、ご自身の「仕事と生活のどちらを重視したいか」という

意識に変化はありましたか。 

生活を重視するように変化 変わらない 仕事を重視するように変化 わからない 

関心が高くなった 
関心がやや

高くなった 
変わらない 関心がやや低

くなった 

関心が低く

なった 

質問 今回の感染症の影響下において、地方移住への関心に変化はありましたか。 
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一方、ICT の活用により対人接触の機会が減少する中で、人と直接会うことや自由に

行動できることなど、これまで日常的に行ってきた行動や活動の価値が再認識されると

ともに、好きな場所で働き生活すること、誰もが感染する可能性があることを認識し感

染者等を差別することなく社会全体で受け入れることも、豊かな社会生活を送る上で重

要となります。 

日本全体として人口減少が見込まれ、戦後の高度成長期のような急激な経済成長は見

込みづらい中で、県民一人ひとりが考える個性ある豊かさを実感するためには、県全体

として経済、社会、環境、それぞれの豊かさを維持・拡大させながら、県民一人ひとり

の生活の質を向上させていくこと、また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日

常生活や働き方など生活スタイルが変わる中、県民、事業者、コミュニティ、行政が地

域の課題を共有する中で信頼関係を構築し、安全で安心して暮らせることが必要となり

ます。 

従来から取り組んできた心身の健康を維持するための十分なサービスの提供や、収入

を得るための職を作り出す産業の振興、信頼してあらゆるサービスを活用できる環境の

整備、孤立する人と人との隙間を埋めるコミュニティの形成などにより、社会としての

豊かさ、「最大公約数の豊かさ」を確保するだけでなく、魅力的な仕事や憧れとなる職

場の増加や、教育の充実などにより、県民一人ひとりが持つ個性や能力を伸ばす機会と

発揮する場を提供し、人生の各段階において自己実現を達成し、自分らしく暮らすこと

が可能となるような個人としての豊かさ、「個々にオーダーメイドされた幸福感」を得

ることができるような環境づくりを進めることとします。 

 

これから更に求められる豊かさ 

 

県民、事業者、コミュニティ、行政が地域の課題を共有する中で 

信頼関係を構築し、安全で安心して暮らすことができること 

 

 

 

 

 

 

信頼 安全 安心 
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（３）取り組みの方向性 

目指すべき本県の姿を実現するためには、急速に進歩する科学技術や大きく変化しよ

うとしている社会経済構造に対応しながら、社会全体と個人、双方の価値を高めていく

必要があります。 

その中で、デジタル技術を利用した働き方の変革やコミュニケーション・消費活動の

広がりなどを受け複数拠点での生活を可能とし、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り生じた新しい社会的ニーズにも対応する必要があります。 

まず、県内経済の活性化により、一人あたりの県民所得の向上など経済的な豊かさを

維持・向上させていくための取り組みを進めます。具体的には、本県の強みを最大限に

生かしながら、ICT を活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進により、

新しいサービスを提供する、業務の効率化を図るなど、時代に対応した付加価値の高い

産業の振興に取り組み、魅力的な仕事を増やしていきます。 

そして、次代を担う若者への大胆な投資により、将来の山梨を創っていく世代が、個

性を生かしながら地域で活躍できる人材となるように、それぞれが持つ個性や能力を伸

ばすため、幼児教育から学校教育、社会人の学び直しの場まで、様々な学習の場を提供

します。 

また、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、子育てや介護などの家庭事情等に関わ

らず、その人らしく安心して地域で働くことができる環境の整備などを進め、多様な個

人の個性や能力が発揮され、生涯を通じて活躍でき、誰もが生きがいを感じ、様々な豊

かさを追求できる社会づくりを目指します。 

さらに、保健・医療・福祉の充実や、自然環境と調和した持続可能な社会への転換に

より、全ての人が心身の健康を得て、未知なる感染症に見舞われたり、生活が困窮した

り、介護が必要になった場合も十分な支援を受けることができ、安全で安心して生活す

ることができる社会を構築します。 

そして、こうした産業や生活を支える基盤となる各種インフラの整備や、防災・減災

の取り組みを進めるとともに、他者との違いを互いに認め支え合う中で、暮らしを支え

る良好な生活環境やコミュニティづくり、ICT を活用した柔軟な働き方により好きな場

所で働き生活することができるまちづくりの推進を図ります。 

なお、こうした取り組みを効果的・効率的に実施していくため、必要な財源の確保に

努めるとともに、山梨が未来に向かって発展していくための積極的なチャレンジを行う

体制を整備します。 
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本計画では、これらの取り組みの方向性を次の 5 つの戦略と行財政改革の取り組みに

整理し、計画的、体系的に取り組んでいくこととします。 

 

戦略① 産業の振興による県内経済の活性化 

機械電子産業の集積や果樹を中心とした農産物、豊かな森林、富士山をはじめ

とした観光資源、リニア中央新幹線の開業など、本県の強みを生かして、県外や

海外の需要を積極的に取り込むとともに、ICT を活用したデジタルトランスフォ

ーメーション（DX）の推進により、新しいサービスなど、時代に対応した産業の

振興を推進し、県内経済の活性化を図ります。 

 ⇒ 攻めの「やまなし」成長戦略 

 

戦略② 次代を担う人材の育成・確保 

ICT も活用し、子どもたち一人ひとりに向き合った、きめ細かで質の高い教育

環境を実現させ、地域の産業との連携などによる産業人材の育成を進め、デジタ

ルトランスフォーメーション（DX）の推進も踏まえた本県の次代を担う人材の育

成・確保を図るとともに、スポーツ・文化の振興を進めます。 

 ⇒ 次世代「やまなし」投資戦略 

 

戦略③ 誰もが生涯を通じて活躍できる環境の整備 

子育て支援の充実や働き方改革の推進、就業環境の整備などを進めることによ

り年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、家庭の事情等に関わらず、誰もが生涯

を通じてその人らしく働き、また、ワーケーションなどを契機とした複数拠点で

生活できるまちづくりの推進を図り、地域で活躍することができる環境づくりを

進めます。 

 ⇒ 活躍「やまなし」促進戦略 

 

戦略④ 安全で安心して暮らすための保健・医療・福祉の充実と持続可能な社会への 

転換 

日本一の水準にある健康寿命の更なる延伸など、誰もが安心して暮らすことが

できるよう、保健・医療・福祉の充実を図るとともに、未知なる感染症への備え

や自然環境の保全、地球温暖化対策の推進など、持続可能な社会への転換を進め
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ます。 

 ⇒ 安心「やまなし」充実戦略 

 

戦略⑤ 産業や生活の基盤づくり 

産業や生活の基盤となる交通インフラや通信環境などの整備、互いを認め支え

合うまちづくりを進めるとともに、防災・減災を含めた災害時の対応の強化や、

暮らしを支える生活環境、個人・コミュニティ・行政が果たす役割の再構築を図

り、ハード・ソフト両面にわたり、産業や生活の基盤づくりを進めます。 

 ⇒ 快適「やまなし」構築戦略 

 

これらの戦略を推進することにより、現在直面している様々な社会経済システムの課

題の解決を図りながら、山梨が未来に向かって発展していくためには、県庁が中心とな

って、新たな施策に積極的にチャレンジしていくとともに、裏付けとなる財源の確保な

ど持続可能な行財政構造の構築を図る必要があります。そのため、行財政改革への取り

組みを進めます。 

また、人口規模、財政規模が小さな本県のみでは、取り組み内容によっては、対応に

限界がある場合があり、環境保全に関する問題など、広域的に解決していく必要がある

分野も増加しています。そのため、東京都や神奈川県、静岡県、長野県、埼玉県といっ

た隣接都県を中心とした近隣都県と連携して、共通の課題解決のための取り組みを進め

ていきます。 

現在、本県が直面している人口減少については、これらの施策の総合的な結果がその

対策となります。経済を活性化させ、将来を担う人材を育み、誰もが活躍でき、保健・

医療・福祉などの生活環境を充実させることにより、山梨が最も住みやすい場所になる

ことで、人口減少の流れを変えていきます。 
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４ 2040 年の山梨県の将来像 

本県が目指すべき姿である『県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし』の実現

に向け、社会としての豊かさとともに、個人としての豊かさが得られるような環境づく

りを進めていきますが、その具体的な姿として、5 つの 2040 年の山梨県の将来像を設

定します。また、（６）では、これらの将来像のもとでの本県人口の将来を展望してい

きます。 

 

（１）価値を生み出す産業 

グローバルに進むヒトやモノの流れに加え、リニア中央新幹線の開業や中部横断自動

車道の開通により、本県のヒトやモノ、そして情報の流れが大きく増加しています。こ

の流れを取り込み、国外への県産品の販売や、インバウンド観光に対応したサービスの

提供、ベンチャー企業の集積などが進んでいます。 

データやデジタル技術を活用し、高い付加価値のある新しいサービスやビジネスモデ

ルを創出することにより、県内総生産は飛躍的に向上しています。 

また、第 4 次産業革命による産業構造の変革に対応できたことで、県内の産業は、効

率化、高収益化が進み、以前に比べて減少した生産年齢人口を補い、ヘルスケア関連産

業や次世代のエネルギー25関連産業などにおいて、新たな製品やサービスの提供に取り

組んでいます。 

このような高い付加価値をもたらす産業が増えたことにより、魅力的な仕事や憧れと

なる職場が増え、県内外の若者などにとって、十分な収入を得ながら、自分の能力と可

能性を生かすことができる場となっています。 

○ 製造・流通などのデータの共有による企業間連携やデジタル技術の活用による「観

る」を超えた新たな体験など付加価値の高い取り組みが行われています。 

○ 機械電子を中心とした工業製品に加え、ぶとうやももなどの果実、県産の FSC 認

証材26などを使った木製品、ジュエリーや織物が、アジア諸国を中心とした様々な

国に輸出されるなど、広く県外や国外の需要を取り込んでいます。 

○ 豊かな自然環境に恵まれながら、東京圏とリニア中央新幹線により 30 分以内で結

ばれている立地条件を生かして、医療機器関連産業の集積を促進するとともに、

IoT やヘルスケア関連のベンチャー企業などが立地しています。 

                         
25 新エネルギー法では、太陽光発電やバイオマス、小水力発電、風力発電など 10 項目が指定されている 
26 環境に配慮した適切な森林管理が行われていることを国際的に認証された森林から生産される木材 
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○ 東京オリンピック・パラリンピックで、自転車ロードレースのコースとなったこ

とから、多くのサイクリストが訪れるようになり、各地にサイクルサポートステ

ーションが整備されるなど、受入環境も充実しています。 

○ スポーツコミッションを核として県内のスポーツツーリズムが盛んになり、国内

外からの多くの来県者がスポーツと合わせてフルーツなどの山梨の魅力を楽しん

でおり、それによって地域の賑わい、関連ビジネスの集積や雇用の拡大につなが

っています。 

○ 県内各地の観光資源の魅力を磨き上げるとともに、表示の多言語化や、通訳 AI の

活用により、増加するインバウンド観光に対応することで、多くの外国人観光客

が、県内の様々な観光地を訪れ、ゆったりと山梨での滞在を楽しんでいます。 

○ 地域に根ざした特色ある文化芸術資源の価値が適切に評価され、観光や地域活性

化のために積極的に活用されることによって認知度が高まり、行政や住民、地域

の企業や団体等による保存・継承活動が積極的に行われ、後世に引き継ぐべき価

値が一層増しています。 

○ 農業や林業の分野において、AI や IoT、ドローン、自動運転の機械などの活用が

進み、これまで労力が必要であった作業の省力化や、熟練が必要な判断であって

も誰でも適切に行うことが可能になりました。 

○ 地域の資源や人材を活用したシェアリングサービス27など、新たな形態のサービス

が広がり、地域のヒト・モノ・カネを循環させ、地域で稼ぐ仕組みが根付いてい

ます。 

 

（２）一人ひとりの可能性を広げる教育 

ひとクラスあたりの児童・生徒の数が減り、発達特性や家庭環境の課題等については、

専門家で構成するチームが柔軟に対応することで、教員が児童・生徒一人ひとりに向き

合う時間が増え、ICT の利用と合わせて、それぞれの個性や能力に応じた教育を行って

います。 

また、子どもの頃から豊かな自然環境や郷土の歴史、地元の産業を学ぶ機会が充実し、

文化芸術やスポーツに親しむ場も多く、将来のキャリアプランや自分の能力の可能性を

広げることができる環境が整っています。 

                         
27 個人等が保有する活用可能な遊休資産等（資産（空間、モノ、カネ等）や能力（スキル、知識等））を他の個人等も利

用可能とするようなサービス 
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さらに、本県産業が求めている人材の情報や、担い手として学び直しができる機会が

充実し、本県の産業が必要としている人材の確保・育成が図られています。 

○ ICT を活用した、一人ひとりの個性や能力に応じた教育が行われ、子どもが一層

興味関心を持って勉強できるようになっています。 

○ 遠隔教育により、学びにおける時間や距離などの制限が取り払われ、外国語での

コミュニケーション活動が充実したり、各分野の専門家による授業が受けられる

ようになっています。 

○ 発達特性や家庭環境に課題がある場合などは、教員だけでなく、スクールカウン

セラー28やスクールソーシャルワーカー29などの専門家がチームとなって対応す

る体制が整えられています。 

○ 文化芸術に親しむ機会や自分が発表する機会が充実し、心豊かな生活を送るため

の土壌が作られています。 

○ 運動習慣が定着するとともに、興味があるスポーツについてはそれぞれのレベル

に応じた指導を受けることができ、スポーツをすることが楽しまれています。 

○ 産業を担う人材を育成するための研修や支援により、地元で活躍する人材の確保・

育成が図られています。 

 

（３）多様性が強みとなる共生社会 

一人ひとりのライフスタイルやライフステージに応じた働き方が可能となり、テレワ

ーク30での自宅勤務やサテライトオフィス31での業務、さらには複数の職を兼ねるなど、

時間や場所にとらわれない働き方が可能になっているとともに、テレワークの定着によ

り、オフィスが集中していた東京圏からの地方分散が進み、都市部と本県のどちらの拠

点にも仕事と生活があるライフスタイルが進んでいます。 

また、性別や年齢、国籍、障害や疾病の有無、介護などの家庭事情にかかわらず、誰

もが社会の担い手として、就労や地域での活動が可能となる環境が整備され、大幅に増

加した大都市圏や海外からの移住者も含め、職場や地域で活躍しています。 

さらに、社会全体で子どもを育てる意識が根付いており、それぞれの結婚や出産の希

                         
28 学校教育における教育相談体制の充実を図ることを目的に、各都道府県・指定都市において配置される、児童生徒の臨

床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者等 
29 いじめや不登校、虐待など、学校や日常生活上の問題を抱える子どもを支援する福祉の専門家で、子ども本人だけでな

く、家族や友人、学校、地域など周囲の環境に働きかけて問題解決を図る 
30 ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方 
31 本社・本店から離れたところに設置する遠隔勤務のためのオフィス 
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望が叶い、安心して次の世代を育んでいく社会となっています。 

このような環境が整うことにより、誰もが、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、

子育てや介護などの家庭事業等に関わらず、その個性や能力を生かした活躍の場を見つ

けることができるようになっています。 

○ 有効利用できるようになった時間をオンラインによる副業や通信教育に充てるな

ど、多様で充実した働き方により生産性を向上することができています。 

○ 無線・高速データ通信環境が整備されリモートワークが普及しており、旅を楽し

みながら自然豊かな観光地やリゾート地など好きな場所で働くことができるよう

になっています。 

○ 長時間勤務などの労働慣行が見直され、子育てや家族の介護といった個別の事情

に合わせた働き方が可能となり、AI を活用した家庭用ロボットの普及などにより

家事も効率化され、家族と過ごす時間や自分のための時間が増えています。 

○ 障害や疾病の有無などにかかわらず、それぞれの希望に応じて、就労や地域での

活動が可能となっています。 

○ 子育て世代やシニア世代、障害者、海外からの移住者に対応した勤務など、様々

な形での働き方が共存することになり、お互いの個性や生活を尊重し合える職場

が当たり前となっています。 

○ 地域全体で子どもを育てる場が作られ、子育ての悩みなどが気軽に相談できる環

境が整っています。 

○ 経済的な豊かさに加え、自分らしく活躍できる場が確保されることで、将来の生

活への懸念から、結婚や子どもを持つことをためらっていた人々の不安が解消に

向かっています。 

 

（４）将来に向け持続可能で安心できる生活 

予想されていたよりも比率は抑えられたものの、高齢者人口の割合がこれまでで最大

となりましたが、誰もが健康づくりに心がけることで、健康寿命が延伸し、国内最高水

準を維持しているとともに、医療や介護、福祉に携わる人材の確保や、医療・介護・福

祉の提供体制の維持・充実に加え、見守り等を行う家庭用ロボットが普及しています。 

また、未知なる感染症が地域で発生したとしても、感染症に対する理解が浸透してお

り、適切な感染拡大防止対策を行う中で、安心して日常生活及び社会経済活動を送るこ

とができます。 
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さらに、温暖化などの地球規模での環境問題についても、豊かな自然環境の保全と活

用の両立の取り組みや、太陽光や水素エネルギーなどによる自立・分散型エネルギーシ

ステムの普及が進み、身近な問題として取り組むようになりました。 

○ 医療や介護に必要な人材が確保されるとともに、ICT やロボット技術の発達によ

り、遠隔医療やマイクロマシン32による医療が当たり前となり、地域で必要なサー

ビスを受けることができる体制が整備されています。 

○ ビッグデータを活用して、一人ひとりに最適な健康管理プログラムが提供される

ことなどにより、健康寿命が更に伸びています。 

○ 見守り等を行う家庭用ロボットが普及したことなどから、一人暮らしであっても、

地域で安心して暮らすことができるようになっています。 

○ 未知なる感染症が発生した際も、過去のパンデミックから得られた経験や知見を

生かした対策の実施により、日常生活や社会経済活動を維持・拡大できるように

なっています。 

○ ユネスコエコパークにおける取り組みが広く知られるようになるなど、豊かな自

然環境の保全のための取り組みと、適正な活用がバランス良く進み、持続可能な

社会づくりが一層進んでいます。 

○ 豊富な水資源や太陽光を活用した再生可能エネルギーや、それを活用した CO2 フ

リー水素33の利活用が進み、燃料電池を活用した発電システムや燃料電池自動車が

普及しています。 

○ 山梨県の森林や水などの資源を活用した商品が実用化され、新たな県産品として

確立しています。 

○ 県産木材などを使った自然に還りやすい素材が生活のあらゆる場面で利用される

とともに、カーシェアをはじめとした様々なシェアリングサービスが一般化し、

3R の考え方が当たり前のものとなっています。 

 

（５）快適な生活空間 

高速鉄道や高速道路網、快適な通信環境などにより、県の内外が結ばれ、ヒト・モノ

の流れを支え、産業の基盤となるとともに、拠点を中心に生活に必要な道路網や自動運

転などによる公共交通が整備され日常生活を支えています。 

                         
32 微小化された機能要素、および機能要素から構成される微少なシステム 
33 製造時や利用時に二酸化炭素を排出しない水素 
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また、将来起こりうる災害に対応した防災、減災のための施設が整備されるとともに、

災害時にはどのように対応するかが周知され、そのための避難訓練なども行われていま

す。 

さらに、防犯のための情報などが広く周知され、安全に生活するための環境が整備さ

れているとともに、誰もが互いを認め理解し社会全体で受け入れられ、個人の「自助」、

家族・地域・企業などコミュニティによる「共助」、個人とコミュニティを支える「公

助」の新たな協働により、誰もが快適に暮らしています。 

○ 中部横断自動車が開通し、日本海から太平洋までつながるとともに、新山梨環状

道路など県内各地域間を結ぶ広域道路ネットワークが整備され、急速に普及した

自動運転車により、県内のどこにも容易にアクセスできるようになっています。 

○ リニア中央新幹線により東京圏、名古屋圏、関西圏と結ばれ、世界最大の大都市

圏「スーパー・メガリージョン」の一部となるとともに、広域道路ネットワーク

や日常生活に密着した幹線道路などにより、県内各地がリニア駅に短時間でアク

セスできるようになっています。 

○ 「メガリージョンの地下鉄」とも言われているリニア中央新幹線による時間短縮

効果を生かして、いつもは山梨のサテライトオフィスで働きながら必要な時に東

京に行ったり、山梨と名古屋を行き来しながら二地域居住をするなど、多様なラ

イフスタイルが可能となっています。 

○ 最新の移動通信システムを活用し、手軽に利用できる自動運転による公共交通が

普及し、自分で運転せずに日常生活を送ることが可能となり、高齢になっても安

全に移動できるようになっています。 

○ 地震や風水害、火山噴火などの自然災害が発生した場合に、被害を最小限にとど

めるための情報提供や避難のための仕組みが整っています。また、それぞれの地

域における防災への意識が高まり、災害発生時の避難体制などがそれぞれの地区

で確立しています。 

○ 地域の自主防犯活動の実施や、事前の情報提供や相談対応による消費者被害の減

少などが進み、トレーサビリティ34の確保等による食の安全性の向上など、安全な

生活環境が確保されています。 

○ 身近な自然環境の保全・活用や、地域の歴史や文化に根ざした良好な景観づくり

                         
34 対象となる「もの」の履歴を追跡し、管理することを可能にすること。 



  55  

が行われて、快適な生活環境が整っています。 

○ 移住してきた人が、交流や体験を通じて孤立することなくスムーズに地元の生活

になじむことができることに加え、空き家を活用した一時滞在やサテライトオフ

ィスなどが増え、地域コミュニティの活性化が図られています。 

○ 孤立や貧困、誹謗中傷など日常生活で抱える課題に対して、地域で活動している

団体等と連携し支え合い、必要な支援を行うことが日常となっており、安心して

生活できる環境が整っています。 
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（６）人口の将来展望（人口ビジョン） 

    ここでは、（１）から（５）までの将来像が設定された 2040 年、さらにその先の 2060

年に向けて、本県の人口の規模や動態などの現状を分析し、課題を抽出し、現状が継続

した場合と、政策課題に的確に対応してその効果が発現した場合とを想定して、本県人

口の将来を展望していきます。 

 

① 人口の現状 

 

ア 社会減・自然減の推移 

2019（令和元）年、本県人口の自然減の数（死亡数－出生数）は 4,890 人、社会減

の数（転出者数－転入者数）は 2,353 人であり、近年、社会減と自然減がともに進行

しています。背景には、社会減が自然減に拍車をかける「負のスパイラル※」といえ

る状態が生じていると考えられます。 

※「負のスパイラル」 

若い女性の社会減が県内の出生数の減少につながり、次の世代の縮小をもたらすこと。ま

た、その繰り返しが将来にわたり更なる人口減を引き起こしていくこと。 

 

図表 48 社会増減数・自然増減数の推移（山梨県）

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）、「住民基本台帳人口移動報告」（総務省） 

  



  57  

イ 「負のスパイラル」の構造 

 

〇 就職期の若年層（特に女性）の転出超過が著しい 

2019（令和元）年、県外への転出超過数 2,353 人のうち約 9 割に当たる 2,088 人は

就職期（20～24 歳）の若者が占め、さらにその大半の 1,173 人は女性となっていま

す。 

 これを転出と転入に分けてみると、転出数は男女同程度ですが転入は女性の方が一

段と少なく、若い女性の U ターン・I ターンの動きの弱さが特に際立っています。 

図表 49 年齢階級別転入・転出者差引数（山梨県、2019 年） 

 

出典：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）      

図表 50 年齢階級別転入・転出者数（山梨県、2019 年） 

 

出典：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）      
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〇 最大の転出先は東京都 

本県からの最大の転出先は東京都であり、転出者数は全世代合計で男性 2,451 人、

女性 2,342 人となっています。東京圏（東京、神奈川、埼玉及び千葉）の合計でみる

と、男性 4,673 人、女性 4,278 人であり、転入者数との差し引きでは、男性 912 人、

女性 1,361 人の転出超過となっています。 

 

図表 51 地域別転入・転出者数（山梨県、2019 年） 

 

出典：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）      

 

〇 若年人材を吸収する東京圏 

東京圏の側からみると、就職期（20～24 歳）の女性の転入超過は 4 万人余にのぼ

るなど、周辺の県から人材を吸収して拡大を続けています。 

図表 52 年齢階級別転入超過数（東京圏、2019 年） 

 

出典：「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）      
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〇 出生数は減少が続く 

本県の 15～49 歳の女性人口は減り続けており、これに伴って出生数も減少を続け

ています。2019（令和元）年の出生数は 5,193 人で、10 年前から 22％の減、20 年前

からは 38％の減となっています。 

 

図表 53 出生数と 15～49 歳女性人口の推移（山梨県） 

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）、「人口推計」（総務省）    

 

本県における合計特殊出生率は、全国より高い水準にありますが、女性の数そのも

のが減っているため、出生数を押し上げる要因にはなっていません。 

図表 54 出生数と合計特殊出生率の推移（山梨県、全国） 

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）    
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〇 初婚年齢と第１子出産年齢は高止まり 

本県における平均初婚年齢は、過去から上昇傾向にありましたが、近年は横ばいに

転じ、2019（令和元）年は男性 31.2 歳、女性 29.4 歳となっています。 

 

図表 55 平均初婚年齢の推移（山梨県） 

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）       

 

本県における出生順位別の母親の出産時の平均年齢をみると、第１子を出産する年

齢は上昇傾向にありましたが、2012（平成 24）年以降は概ね横ばいの 30.3 歳から 30.5

歳の間で推移しています。 

図表 56 出生順位別の母の年齢の推移（山梨県） 

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）       

 

図表 55・図表 56 にみられるような、29.4 歳で初婚、30.3 歳で第１子出産、とい

う本県女性の平均的行動を考えると、これらの年齢階級で転出超過（図表 49 参照）

となっていることは自然減を促進する大きな要因であることがわかります。 
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≪参考≫ 

〇 2019（令和元）年の本県の就職期（20～24 歳）女性の転出超過数「1,173 人」が、2020（令和 2）

年から 2044（令和 26）年までの四半世紀（45～49 歳の年齢階級になった時まで）に及ぼす出生数消

失のインパクトは、およそ「△1,550 人」と試算されます。 

〇 一方、東京都の合計特殊出生率は全

国最低の 1.15（2019 年）となってお

り、東京では 1,550 人もの子どもは生

まれません。東京と地方の間のこのよ

うな関係は本県に限らず全国共通の

ものであり、全国的な人口減少の要因

になっていると考えられます。 

〇 したがって、出生率が比較的高い本

県がこうした流れにあらがって若年

女性を「取り戻す」努力を重ねること

は、我が国の人口維持という観点から

も重要と考えられます。 

 

〇 自然減拡大の背景にあるもの 

 「負のスパイラル」の進行により、出生数は減少を続け、高齢社会の特徴である死

亡数の増加と相まって、自然減の幅は年々拡大しています。 

 これまで見てきたように、本県の人口減少問題で重視すべき点としては、若年女性

の減少が転出超過により促進され、これが出生数の減少を加速していることと、県内

にとどまっている女性の出生率が大きくは上がっていないことなどが挙げられます。 

図表 57 出生数・死亡数と自然減の推移（山梨県） 

 

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）    
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② 現状が継続した先の未来（将来展望Ⅰ） 

現状のまま推移した場合※を想定（以下「将来展望Ⅰ」）すると、本県においては、

社会減が自然減を加速するタイプの人口減少は更に進行していく未来となります。 

死亡数については、高齢社会の特徴として当面の増加傾向が避けられませんが、高

齢者層の人口そのものも減ってくるため、2040 年以降は緩やかに減少に転じます。 

一方、出生数は減少し続け、2060 年には 2,200 人程度にまで縮小し、2060 年の自

然減の規模は 8,400 人程度にまで拡大すると見込まれます。 

※ 2018 年の各年齢層の転出超過率と合計特殊出生率 1.53 が以後も継続した場合 

図表 58 社会増減数・自然増減数の推移（将来展望Ⅰ） 

 

図表 59 出生数・死亡数、自然増減数の推移（将来展望Ⅰ） 
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将来展望Ⅰのもとでは、若年層のボリュームは「先細り」となり、イノベーション

の牽引役である若手「人財」の消失による産業活動の後退や所得の減少など、種々の

問題が発生しており、「暮らしにくさ」と「先行き不安」が更なる人口流出を誘発し、

負のスパイラルが拡大に向かうと考えられます。 

図表 60 人口構成の変化（2015 年→2060 年）（山梨県） 

 

 

 

③ 未来を変えるための課題と方向性の設定 

本計画の基本理念として掲げた目指すべき本県の姿『県民一人ひとりが豊かさを実

感できるやまなし』に向かって、②で掲げた展望とは異なる人口の展望を描き、その

実現のために取り組んでいく必要があります。 

そこで、本県の現状を踏まえ、今、重点的に取り組むべきことは何かを整理します。 

統計データから、本県の特徴として、「就職期の女性が山梨に戻ってこない・転入し

てこない現状」、「県内の出生率が大きく上がらない現状」、「30 歳代～40 歳代の子育て

世代が転出超過となっており U・I ターンの動きが弱い現状」が浮かび上がります。こ

れらの現状を放置すると、若年層の人口が厚みを失い、地域の活力は長期にわたりと

めどなく減退していくおそれがあるため、課題として特に留意する必要があります。 

今後の対応の方向性としては、「女性活躍の推進」、「教育・子育て環境の充実」、「地

域経済の底上げによる豊かな山梨の創造」などに重点を置きつつ、あらゆる施策を総

動員して課題の克服と現状の変革に挑んでいく必要があると考えられます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした、働く場所を問わないテレワー

クの活用を通じて場所にとらわれず仕事ができるという認識の広まりに伴い、地方移住
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への関心が高まっていることから、本県の豊かな自然環境や、近い将来に訪れるリニア

中央新幹線の開業など、他県にはない優位性を生かすとともに、「感染症に対して強靱

な地域社会への移行」を進めるなど、様々な施策を一体的に推進して一極集中から分散

への流れを確実につかみ取る必要があります。 

課題への対応の方向性を図示しますと、次のとおりです。 

 

図表 61 年齢階級別転入・転出者差引数（山梨県、2019 年） 

 

 

④ 政策課題への対応が効果を上げていく先の未来（将来展望Ⅱ） 

    

〇 世代別の人口動態 

    政策課題への対応の効果が発現した場合を想定（以下「将来展望Ⅱ」）すると、将

来像が設定された 2040 年以降、ポイントとなる世代では次のような人口動態が実現

していると考えられます。 

 

〇 20～24 歳：魅力的な仕事・憧れの職が増えたことに加え、地方で暮らしてもテレワークで

都会と同じ仕事ができるとの認識が拡大し、女性の U ターン・I ターンも活発になり、転

出超過は大幅に縮小。その効果は男性にも波及。 

〇 30～44 歳：雇用環境に加え、子育て環境や教育環境の充実、二拠点居住による安全で安心

な生活と経済が両立したことで、家族そろっての U ターン・I ターンが増え、子ども世代

も含めて転入超過へ転換。 

〇 65～69 歳：定年延長でキャリア終了後の U ターン・I ターンの中心世代となり、転入が一

層活発に。 
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図表 62 年齢階級別転入・転出者差引数（将来展望Ⅱ、2040 年） 

 

     

≪将来展望Ⅱの前提条件≫ 

〇 合計特殊出生率は徐々に上昇して 2030 年に 1.87（県民希望出生率）に、2040 年以降は

2.07（人口置換水準）に達した後安定する。 

〇 社会減は徐々に解消して、リニア中央新幹線の開業後おおむね 10 年で転出入が均衡し

た後に転入超過に転換する（超過幅は年 100 人程度ずつ増加）。 
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〇 出生数維持と自然減抑制が見込まれる 

将来展望Ⅱのもとでは、社会増減が全世代合計で均衡、さらには転入超過に向かい、

出生数の維持につながることで自然減にも歯止めがかかっています。 

この展望における出生数は、2060 年においても現在と同等の水準である 5,600 人

程度が確保されており、同年の自然減の規模は 5,200 人程度に抑制されると見込まれ

ます。 

 

図表 63 社会増減数・自然増減数の推移（将来展望Ⅱ） 

 

 

図表 64 出生数の推移（将来展望Ⅱ） 

 

 

 

政策効果の発現で 

＋3,400 の違いを生み出し

持続可能な未来へ 

長期的に 

5,500 人程度で安定 
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〇 人口構成は未来に希望が持てる安定型へ 

将来展望Ⅱのもとでの人口ピラミッドは、若年世代の厚みが増し、図形としてみた

時には「足元」がしっかりしたバランスの良い長方形型となり、未来に希望が持てる

人口構成となっています。 

 

図表 65 人口構成（山梨県、2040 年） 

       （将来展望Ⅰのケース）            （将来展望Ⅱのケース） 

 

 

図表 66 人口構成（山梨県、2060 年） 

       （将来展望Ⅰのケース）            （将来展望Ⅱのケース） 
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〇 将来展望Ⅱに至るシナリオと人々のすがた 

 将来展望Ⅱの実現に向かって本県がたどっていくことが望ましいシナリオは、次の

図のとおり描くことができます。 

 

図表 67 将来展望Ⅱに至るシナリオと人々のすがた 

 

 

  ≪参考≫将来展望Ⅱの実現を可能にする本県のポテンシャル 

（やまなしライフの魅力が浸透しはじめている） 

〇 山梨県では、『やまなし』のライフスタイルの強みを県民の皆様自身に認識していただこうと、

次のようなアピールに努めてきました。 

 ◆ 都心にすぐ行ける：都心に近く、日帰りでも十分遊んで帰れる！ 

 ◆ 時間にゆとりがある：通勤時間が短いから仕事が終わった後のプライベートな時間も十分持て

る！ 

 ◆ 経済的にゆとりがある：家賃も物価も安め、実家ならお金もかからない！？ 

  好きなことにお金が使えるかも！ 

 ◆ 仲間が近くにいる：学生時代の仲間と社会人になっても遊びやすいし、困った時にも会って相

談がしやすい！ 

 ◆ 子育てしやすい：子育て環境が充実しているから安心して子育てできる！ 
 

〇 このような取り組みにより、『やまなし』で暮らす人々は、暮らしぶりに関する自己肯定感と、

県外に誇れる「やまなしライフ」への愛着の心を養ってきました。 
 

※  たとえば、「子ども・若者の意識と行動に関する調査（山梨県、平成 30 年度）」の結果によれば、
今住んでいる地域に「愛着を感じる」または「どちらかといえば愛着を感じる」と回答した 18～20
歳の層は、H24 調査結果（81.4％）から 2.1 ポイント上昇の 83.5％、同じく 21～23 歳の層は H24
（73.1％）から 4.6 ポイント上昇の 77.7％となっています。 
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（2020 年からチャンスに満ちた時代がはじまる） 

〇 2020 年代は、東京オリンピック・パラリンピックの開催、中部横断自動車道双葉・新清水ジャン

クション間の開通、リニア中央新幹線の開業など、本県にとって新たな人の流れを引き込む絶好の

機会が、目白押しに詰まった時代となります。 
 

〇 リニア中央新幹線が将来的に東京・名古屋・関西の三大都市圏を結ぶことで、人口 6千万人を擁

する世界最大の大都市圏「スーパー・メガリージョン」が形成され、本県もその一部となっていき

ます。「メガリージョンの地下鉄」とも称されるリニアの運行に、高速道路網の整備も相まって、

大都市圏の人や活力を沿線地域である本県に引き込む大きなチャンスがもたらされます。 

 

（大交流時代の中で『やまなし』の良さが生きる） 

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う急速なテレワークの普及やリニア中央新幹線の開通に

よる劇的な時間短縮は、働き方や暮らし方を制約する要因であった『時間』と『場所』から人々を

解放し、地方から大都市への通勤や通学、大都市から地方への移住・二拠点居住など、都市と地方

にまたがった新しいライフスタイルの普及をうながします。 
 

〇 また、人と人同士の「顔のみえる」コミュニケーションの機会や交流時間が増えることにより、

リニアを介してメガリージョンの人口 6千万人と「つながる」ことができるようになった県民、特

に若年世代の意識やライフスタイルにも変化が生じ、視野の拡大と行動の広域化、自己の可能性追

求に関するより積極的なマインドセットがもたらされるようになります。 
 

〇 さらに、東京に近く豊かな自然に恵まれた『やまなし』は、首都機能と自然環境が融合した『自

然首都圏』として、未知なる感染症に見舞われても安心、安全な生活と経済が両立した社会活動が

できるようになります。 
 

〇 本県の若者にとってメガリージョン全体が活躍の舞台になっていくことで、若年層の人口の社会

移動がより流動化・活性化していきますが、一方で、『やまなし』はメガリージョンの若者全員に

とっての活躍の舞台となりうるチャンスを獲得することになります。 
 

〇 このチャンスを生かし、「豊かな自然、働きがいのあるしごと、疎外感を味わうことのない地域

コミュニティの絆」など「やまなしライフ」の魅力を広域に浸透させることで、実に多彩な人材が

『やまなし』をめざすことになるでしょう。 
 

〇 このような人の往来の活発化は、本県で生まれ育った若者たちに『やまなし』の暮らしやすさな

どの魅力を再発見・再認識する機会をもたらし、県内定着につながっていくような好循環を生み出

すものと期待されます。 

 

（ライフコースの多様化で出生率は向上する） 

〇 大都市圏の活力導入による産業の活性化、交流の活発化、移動の自由の拡大により、『やまなし』

の若者には様々な人々とのつながりやライフコースが拓かれることになり、社会の中で不安なく活

躍できるようになります。 
 

〇 あわせて、豊かさの実現は企業活動に成長とゆとりをもたらし、県内企業等は女性活躍の場にふ

さわしく、魅力的な職やワークライフバランスに配慮した企業内制度を用意する行動をとることが

スタンダードになっていきます。 
 

〇 将来の生活に対する懸念から「生きにくさ」を感じ、閉塞感の中で結婚して家庭や子どもをもつ

ことをためらっていた人々の不安は、職業生活の充実と経済的豊かさにより、男性・女性とも解消
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に向かいます。 
 

〇 その結果、結婚して家庭をもち、子育てをしたいという希望のある人々は、人生の早い時期に望

みをかなえようとポジティブに考え、行動する傾向が強まっていきます。その結果、婚姻率の向上、

出産年齢の早期化、出生数の増加が実現します。 
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⑤ 総人口・年齢３区分人口の将来推計 

将来の人口は、今の人口の年齢構成を基に推移していくものであるため、当面の大  

きな流れとしては人口減少傾向が続いていくことが避けられません。 

しかしながら、将来展望Ⅱが実現していった場合には、人口の急減や極端な高齢化 

は回避され、年少人口及び生産年齢人口の割合が増加に転じ、長期的には人口規模及

び人口構成は安定的に推移していくことになります。 

具体的には、2040 年の総人口は 69.9 万人［年少人口 9.3 万人（13.3％）、生産年

齢人口 34.4 万人（49.2％）、高齢者人口 26.2 万人（37.5％）］、2060 年の総人口は 59.9

万人［年少人口 8.7 万人（14.5％）、生産年齢人口 30.4 万人（50.8％）、高齢者人口

20.8 万人（34.7％）］となっていくと推計されます。 

なお、超長期的には、2100 年以降、本県の人口は約 50 万人の規模で安定していく  

ものと展望することができます。 

図表 68 総人口・年齢３区分人口の見込み 

 

（参考図 総人口の超長期的展望） 
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⑥ まとめ 

    人口減少は、全国的・構造的な課題であり、一朝一夕に流れを逆転させ、人口増加

に転じさせるようなことはできません。 

    人口は、年齢構成の変化を伴いつつ減少していくものであり、若年人口は減少する

が高齢者人口は増加する「第 1 段階」、若年人口の減少が加速化するとともに高齢者

人口が維持・微減に転じる「第 2 段階」、若年人口の減少が一層加速化し高齢者人口

も減少していく「第 3 段階」の時期を経て進行するとされています。この区分に従う

と、本県は現在「第 1 段階」に該当すると考えられます。 

    今後、「第 2 段階」、「第 3 段階」に至ることは避けられませんが、そうした中にお

いても、人口の急減や極端な少子高齢化を防ぎ、人口減少が県民生活や地域経済に与

える悪影響を最小限に食い止め、豊かに暮らし続けることができる山梨県の未来を創

っていくためには、県はもとより、企業、団体や県民の皆様が認識を共有し、息の長

い取り組みを前向きに行っていくことが必要です。 

 

    このビジョンにおいては、超長期的にみると本県の総人口はおおむね 50 万人の水

準で安定するものとしており、これは現在に比べると 6 割強くらいの規模となりま

す。しかし、仮に人の数は減ったとしても、将来のやまなしでは、AI、IoT や自動運

転技術などの未来技術の社会実装が進展することにより、生活の利便性や産業の生産

性は飛躍的に高まります。また、リニア中央新幹線や高速道路網による人々の活発な

往来と交流が進み、「スーパー・メガリージョン」の中で本県の特質を生かした確固

たる地位を獲得するとともに、感染症に対して強靱な安全で安心な社会へ移行するこ

とにより、県民生活や産業の活力は損なわれることなく、地域に暮らす一人ひとりが

豊かさを実感しながら、また、それぞれに活躍の場を得ながら、暮らしたい場所で暮

らし続けることのできる未来となっています。 

 

    将来における地方公共団体の役割としては、県・市町村ともに、より一層効率的・

効果的な行政運営体制の構築に向け不断の努力を続けながら、成長を続ける県内産業

の生産性と付加価値の向上を背景として十分な税収を確保した上で、社会の変化に伴

って今後も多様化するであろう行政ニーズに的確に対応し、住民の福祉向上のため行

政サービスを適切なレベルで提供し続けていきます。 
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    統計データからみると、新型コロナウイルスの感染拡大後の 2020 年 4 月以降、東

京圏における日本人移動者の転入超過数は 2018 年、2019 年の水準を下回る中、本県

の転出超過数も改善傾向となっており、東京圏から地方へのひとの流れがあらわれて

いますが、こうした流れを確実につかみとり、人口流出から人口流入に転換させてい

く努力をしなければ、地方への人の流れが停滞してしまいます。 

このため、感染拡大防止と経済活動を両立できる社会に移行し、本県全体が「安全・

安心・信頼」という価値を獲得するとともに、本県の豊かな自然環境や、近い将来に

訪れるリニア中央新幹線の開業など、他県にない優位性を生かしながら、現在、大都

市圏に住んでいる方々から二拠点居住や移住の地として選ばれる地域としていきま

す。 

さらに、就職期の若者（特に女性）や子育て世代の転入促進、地域経済の底上げに

よる豊かな山梨の創造など、重視すべき課題に的確に対応し、本県の目指す将来像の

実現に向け、あらゆる施策を総動員して人口減少対策に取り組んでいくこととします。 
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第３章 アクションプラン 

１ 基本理念実現のための政策体系 

『県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし』の実現に向け、スピーディーかつ

着実に事業の成果を挙げていくため、様々な取り組みを体系化し、効果的・効率的に推

進していく必要があります。 

本計画においては、取り組みの方向性である 5 つの《戦略》ごとに、戦略のねらいを

実現するための《政策》と、その具体的な取り組みである《施策》に体系化して、取り

組み内容や工程について整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの施策・事業は、県のみで達成できるものではないため、県民の皆様はもち

ろん、市町村、関係団体、民間企業、NPO、教育・研究機関などとのパートナーシップ

（連携と協働）により実施します。 

また、本計画は、個別の分野ごとに定める部門計画の上位に位置する県政運営の基本

指針となる計画であるため、各部門計画との整合性を図り、緊密に連携しながら取り組

みを進めていきます。 

 

 

基本戦略 
（５つの戦略） 

目指すべき姿 
県民一人ひとりが豊かさを 

実感できるやまなし 

基本戦略実現のための政策 
（１８の政策） 

目指すべき姿

戦
略

戦
略

戦
略

戦
略

戦
略

各戦略を構成する政策

政策を実現するための施策・事業
主な施策 

（（作成中）の施策とそれぞれの事業） 
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○ 総合計画の戦略と関係する主な部門計画 

＜戦略１ 攻めの「やまなし」成長戦略＞ 

・ やまなし未来ものづくり推進計画 

・ やまなし未来観光地づくり推進計画 

・ やまなし未来物流等推進計画 

・ やまなし観光推進計画 

・ 自転車活用推進計画 

・ やまなし農業基本計画 

・ やまなし森林整備・林業成長産業化 

推進プラン 

・ 中小企業・小規模企業振興計画 

 ・リニアやまなしビジョン 

 ・スポーツ成長産業化戦略 

・メディカル・デバイス・コリドー推進 

計画 

 ・山梨県デジタルトランスフォーメー 

ション推進計画（仮称） 

 

 

＜戦略２ 次世代「やまなし」投資戦略＞ 

・ 教育大綱 

・ 教育振興基本計画 

・ 文化芸術推進基本計画 

・ スポーツ推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

＜戦略３ 活躍「やまなし」促進戦略＞ 

・ やまなし子ども・子育て支援プラン 

・ 男女共同参画計画 

 

 

＜戦略４ 安心「やまなし」充実戦略＞ 

・ 地域保健医療計画 

・ 健やか山梨 21（第 2 次） 

・ 地域福祉支援計画 

・ 健康長寿やまなしプラン 

・ やまなし障害児・障害者プラン 

・ 第 2 次環境基本計画 

・ やまなしエネルギービジョン 

・ 地球温暖化対策実行計画 

 

 

＜戦略５ 快適「やまなし」構築戦略＞ 

・ 強靱化計画 

・ 社会資本整備重点計画 

・ 再犯防止推進計画 

・ 動物愛護管理推進計画 

・ 電力供給体制強靱化戦略 

 

 

 

 

 

※ 令和 2 年度に策定・改定を行っているもの

を含むため、名称は仮称のものを含みます。
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○ アクションプランの記載内容 

（政策の記載） 

← 

 

← 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 

 

2030 年を視野に

政策の必要性や

取り組み内容に

ついて記載して

います。 

政策の名称 

政策の取り組み

に関係する主体

や、それぞれに期

待される役割に

ついて記載して

います。 

政策により実現

を目指している

内容を記載して

います。 
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戦略１ 攻めの「やまなし」成長戦略 

【戦略のねらい】 

県内の良質な雇用の拡大により、県民の所得向上を実現し、豊かさにつなげていくために

は、時代に対応した産業の振興や、デジタル化の更なる推進、文化芸術資源の利活用、スポ

ーツの成長産業化、地域ブランドの戦略的プロモーションなどにより、県外、さらには国外

から外貨を獲得し、それが県内経済を潤していく好循環を作っていく必要があります。 

また、明治期の中央本線、昭和期の中央自動車道のように、本県は、県外との新たな交通

手段が確立したことを契機に、大きく発展しており、リニア中央新幹線の開業により東京や

名古屋との時間距離が大幅に短縮されること、中部横断自動車道の開通により、太平洋と日

本海を結ぶルートの結節点になるという機会を最大限に活用する必要があります。 

このため、やまなしを牽引する産業の育成（政策１）、観光産業の振興（政策２）、農業の

成長産業化（政策３）、林業の成長産業化（政策４）、地場産業や経済を循環させる産業の強

化（政策５）といった 5 つの政策により、本県経済の活性化を図ります。 
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政策１ やまなしを牽引する産業の育成 

【政策の基本的な考え方】 

世界的に進んでいる第 4 次産業革命は、これまでのものづくりの方法を大きく変え、

産業構造やさらには社会構造を変革していくとされています。そのため、本県の基幹産

業である機械電子産業の優れた技術の蓄積を生かしながら、新たな技術等を取り入れ、

今後も成長が期待されている医療や健康に関連した産業や、次世代のエネルギーに関連

した産業などを育成するとともに、起業の促進を図ります。 

また、成長が見込まれるアジア諸国や日本における成長の中心である東京と、中部横

断自動車道やリニア中央新幹線により、大幅に時間距離が短縮し、物流環境をはじめ、

ヒトやモノが迅速に移動可能となる環境が整備されるメリット、観光資源としての富士

山の優位性などを最大限活用して民間資本の誘致などを進めるとともに、オリンピッ

ク・パラリンピックの開催を起爆剤とした県内産業の活性化やデジタルトランスフォー

メーション（DX）の推進などにより、次代を担う産業の育成を図ります。 

 

【パートナーシップ】 

 

 

【期待される政策効果】 

本県産業の特長や東京に近接しているというメリットなどを生かした成長産業の育

成、集積が進み、県内経済の活性化と新たな雇用の場の確保が実現しています。 

牽引する
産業の育成

県民

市町村

県

産業支
援機関

大学

企業

 成長産業育成への理解 

 県内製品等の利用 

 県と連携した支援実施 

 工業団地の整備 

 施策の方向性の決定 

 支援体制の構築 

 企業への情報提供 

 個別支援 

 技術を活用した新製品

の開発、新分野進出 

 産学官連携による共同

研究 



戦略１ 攻めの「やまなし」成長戦略 

79 

政策２ 観光産業の振興 

【政策の基本的な考え方】 

本県には、世界遺産である富士山をはじめ、御嶽昇仙峡など４つの日本遺産や、身延

山等の歴史的な文化資産や歴史的建造物、地元特産の食材や料理、県内各地にある温泉

といった観光資源が豊富にありますが、観光消費額の拡大に向けては、観光産業の更な

る高付加価値化に努めるとともに、安心と信頼を本県観光の新たな付加価値とするため

の取り組みも必要です。そのため、感染症に強い観光地づくりを進めるとともに、これ

まであまり活用されなかった文化芸術資源をはじめとする山梨の強みを生かした地域

資源の磨き上げや、最先端技術の利活用・他分野との連携等による付加価値の高いサー

ビスの創出に努めることで、観光産業の「稼ぐ力」「働く魅力」を向上させるとともに、

コト消費・トキ消費35に対応した観光推進、観光 MaaS の整備、さらには今後回復が期待

されるインバウンド観光客の受け入れ環境の強化にも取り組んでいきます。 

【パートナーシップ】 

 
  

 

【期待される政策効果】 

県内の観光資源の魅力が高まることで、観光消費額が増加し、観光産業の収益性が向

上しています。 

                         
35 単に名所旧跡を見たり、特産品を買うだけでなく、その土地ならではの伝統や習慣、食文化に触れたり、人々との交流

を通じて、新しい発見や体験を求めることを重視した旅行のスタイル 

観光産業の

高付加価値化

県民

市町村

県

観光推
進機構

交通
事業者

観光
事業者

農業者等

 観光客へのおもてなし 

 県内観光地への旅行 

 観光資源の魅力向上 

 観光情報の提供 

 観光情報の発信 

 観光推進機構等の支援 

 事業戦略の策定 

 データの収集・分析 

 魅力あるサービス提供 

 満足度向上への取組 

 農泊の企画・運営 

 二次交通の利便性向上 

 観光施策への協力 
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政策３ 農業の成長産業化 

【政策の基本的な考え方】 

ぶどうやももなどの果実は、本県の農業生産額の過半数を占める基幹品目となってい

ます。今後は、首都圏などの国内市場に加え、アジア諸国を中心とした海外市場におい

て、一層のブランド強化と販路拡大を進め、高品質で付加価値の高い農産物の生産拡大

を図ります。 

また、4 パーミルイニシアチブ36等地球環境に配慮した農業や、県産の野菜や米、食

肉、魚、花きなどのブランド力の強化を進めるとともに、ICT 等を活用したスマート農

業37の研究、普及を進めるなど、生産コストの低減や省力化を進め、収益性の向上を図

ります。 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

ブランド力が向上し、輸出を含む販路が拡大するとともに、スマート農業が普及し、

高品質な県産農産物の生産が拡大することにより、生産者の所得が向上しています。 

                         
36 土壌中への炭素貯留により大気中の CO2 濃度を低減し、地球温暖化を抑制する国際的な取り組み 
37 ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用して、省力化・精密化や高品質生産の実現を推進する新たな農業 

農業の

成長産業化

県民

市町村

県

農協

企業等

農業者

 県産農産物の購入消費 

 身近な農産物等のブラ

ンド化 

 生産基盤整備等への支

援 

 新品種開発・技術指導 

 ブランド力の強化と販

路拡大 

 農産物の生産振興 

 ブランド力の強化 

 輸出を含む販路拡大 

 高品質な農産物の生産 

 スマート農業の実践 

 スマート農業のための

技術開発 
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政策４ 林業の成長産業化 

【政策の基本的な考え方】 

本県の人工林は、一般的な主伐期である50年生以上の森林が6割を超えているなど、

本格的な伐採時期を迎えていることから、この資源を活用した林業の成長産業化を進め

ていく必要があります。 

このため、森林施業の生産性向上や、木材加工流通施設整備への支援などによる品質

の高い木材製品の安定供給とともに、東京圏や海外などへの新たな販路開拓、公共建築

物等への積極的な利用による需要拡大を進めるほか、川上側の林業と、川中・川下側の

木材関連産業が連携したサプライチェーンの強化を図るなど、「伐って、使って、植え

る」という森林資源の循環利用に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

豊かな人工林資源の循環利用により、林業及び木材産業が成長産業化し、新たな雇用

の創出や、林業就業者の所得向上など地域経済全体が活性化しています。 

 

林業の

成長産業化

県民

市町村

県

企業等

加工事
業者等

林業事
業体等

 県産材の積極的な利用 

 民有林の管理・経営 

 県産材の公共建築物へ

の利用 

 県産材の公共建築物へ

の利用 

 県産材のブランド化 

 県産材の積極的な利用 

 森林施業の生産性向上 

 県産材の安定供給 

 高品質な県産材製品の

安定供給 

 県産材製品の販路開拓 
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政策５ 地場産業や経済を循環させる産業の強化 

【政策の基本的な考え方】 

ワインなどのブランドは国際的に認知されてきており、織物などについてもブランド

化が進みつつあります。今後は、高い品質や高度な技術を生かし、海外を含め、更にブ

ランド化を進め、利益率の高い産業へと強化していく必要があります。 

また、県内中小企業等の事業継続を図るとともに、様々な産業が県外、さらには国外

から獲得した新たな需要による経済効果を地元経済に波及させ、地域経済全体を活性化

するため、商業やサービス業など、地域に密着した産業の強化を図ります。 

 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

 

【期待される政策効果】 

地場産業のブランド化が進み、付加価値の高い製品として国内外における認知度が高

まることで、事業者の売り上げが向上しています。また、地域に密着した産業も強化さ

れ、地域の経済循環が進むことで、地域経済全体が活性化しています。 

 

地場産業等
の強化

県民

市町村

県

関係団
体等

金融機
関等

企業等

 県産品の認知 

 地元製品等の購入 

 活動主体等への支援 

 市町村等への支援 

 ブランド化の支援 

 ブランド化への取組 

 事業者等への支援 

 高品質な製品の販売 

 地域における事業活動 

 県と協調した融資 

 事業へのアドバイス等 



戦略２ 次世代「やまなし」投資戦略 

83 

戦略２ 次世代「やまなし」投資戦略 

【戦略のねらい】 

将来にわたって山梨が発展していくためには、ICT も活用しつつ、未来を担う子どもたち

が、どのような家庭環境にあっても一人ひとりに向き合った、きめ細かで質の高い教育を受

けることができ、その個性を生かしながら主体的に地域で活躍する人材となっていく必要が

あります。 

また、第 4 次産業革命の進展などにより求められる人材が変化する一方で、人口の減少傾

向も続いており、地域経済の活力を維持していくためには、地域の産業と連携し、時代にあ

った人材の確保、育成を進めていく必要があります。 

このため、一人ひとりの個性を生かした教育の推進（政策１）、産業を支える人材の育成・

確保（政策２）、文化芸術やスポーツの振興による可能性の発揮（政策３）といった 3 つの

政策により、次代を担う人材の育成・確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



戦略２ 次世代「やまなし」投資戦略 

84 

政策１ 一人ひとりの個性を生かした教育の推進 

【政策の基本的な考え方】 

家庭の経済環境などによる教育格差を生じさせることなく、一人ひとりに向き合った

きめ細かで質の高い教育を実現するためには、教員の資質向上を図るとともに、教員が

きちんと子どもと向き合うための時間を確保し、よりきめ細かな指導を行っていく必要

があります。 

このため、学校教育における教員の負担軽減や相談支援体制の強化とあわせて、公立

の小中学校における少人数教育の計画的、段階的導入により、教育環境の充実を図り、

一人ひとりに向き合った、きめ細かで質の高い教育を受けることができる環境の実現を

図ります。 

また、幼児期は成長の土台を作る貴重な時期であることから、小学校就学前から、本

県の豊かな自然環境を生かした活動などを通じて、子どもたちの知的好奇心や感性を育

む幼児教育の充実を図ります。 

 

【パートナーシップ】 

 

 

【期待される政策効果】 

幼児期からの教育環境が充実し、教員が子ども一人ひとりとじっくりと向き合う体制

が整備され、それぞれの個性に応じたきめ細かな指導が行われています。 

個性を生か
した教育の

推進

県民

市町村

県

企業等

大学等

学校等

 学校教育への理解 

 家庭での学習 

 義務教育の実施 

 学校と地域の連携 

 基本方針の策定 

 県立学校での教育提供 

 体験学習の受入・支援 

 学習・研究への協力 

 質の高い教育の提供 

 教育相談・支援 

 教育研究体制の充実 

 教員の資質向上支援 
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政策２ 産業を支える人材の育成・確保 

【政策の基本的な考え方】 

産業構造が大きく変化する中で、求められる人材は大きく変化しており、それに対応

した人材育成を図るとともに、若者の県外への流出を防ぎ、県内への定着を図るために、

県内企業への就職を促していく必要があります。 

このため、既存の産業人材育成のための教育機関等を十分に活用する中で、産業界と

の連携などにより、地域の産業に求められる技術等を習得する機会を提供し、地元で活

躍する人材の育成を進めるとともに、山梨で働く魅力を周知し、県外ではなく県内で就

職することや、UI ターンを促すこと、雇用シェアを推進することなどにより、必要な人

材の確保を図ります。 

 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

時代の変化に対応した産業人材の育成が図られるとともに、県内への就職や起業が増

加し、豊富な人材が活発な事業活動を支えています。 

産業を支え
る人材の育
成・確保

県民

市町村

県

関係団
体等

企業

教育機
関等

 県内企業の魅力の理解 

 就業や起業 

 情報提供 

 マッチング等の実施 

 必要な技能訓練等 

 企業等への情報提供 

 人材の育成 

 新規学卒者の就職支援 

 人材の受け入れ 

 魅力・認知度の向上 
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政策３ 文化芸術やスポーツの振興による可能性の発揮 

【政策の基本的な考え方】 

子どもたちがこれからの時代を「生きる力」を育むためには、バランスのとれた知・

徳・体の育成が必要です。また、生涯を通じて、文化芸術やスポーツにふれあい親しむ

機会があることで人生が豊かになり、地域の活性化にもつながります。 

このため、学校教育での取り組みに加え、文化芸術基本条例に基づいた文化芸術振興

策や、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とした取り組みにより、文化芸

術、スポーツの振興を推進し、自己の可能性を最大限に発揮して自分らしく豊かに暮ら

すための地域づくりの実現につなげます。 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

生涯にわたって、文化芸術やスポーツに親しむ機会が充実し、バランスのとれた知・

徳・体の育成が図られるとともに、健康で心豊かな生活を送るための重要な要素となっ

ています。 

 

文化芸術・
スポーツの

振興

県民

市町村

県

学校等

スポー
ツ団体
等

文化芸
術団体
等

 自主的・主体的な文化芸

術活動 

 スポーツ活動の実践 

 地域の文化芸術やスポ

ーツの振興・支援 

 総合的な文化芸術やス

ポーツの振興・支援 

 文化芸術やスポーツに

親しむ機会の充実 

 文化芸術活動の充実 

 文化財等の保存 

 スポーツの普及 

 指導者養成・資質向上 
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戦略３ 活躍「やまなし」促進戦略 

【戦略のねらい】 

少子高齢化が進む中で、地域の活力を維持し、経済成長を促していくためには、年齢、性

別、障害や疾病の有無、国籍、介護などの家庭事情等に関わらず、これまで住んでいた人も

新たに住むようになった人も、誰もが生涯を通じて地域で活躍できる環境づくりを進める必

要があります。 

特に、少子高齢化の構造的な問題を解決するためには、結婚・子育ての希望が実現しにく

い状況を克服することが必要であり、子育て支援の充実などにより、結婚や出産の希望が叶

い、安心して子どもを産み育てることができるような環境づくりが重要です。 

また、豊かな経験と知恵を持っている高齢者が、健康で、それぞれの希望に応じて就労や

地域での活動を継続し、社会の担い手として生涯現役で活躍できる社会の実現に向けて取り

組みを進めていく必要があります。 

これらの取り組みにより、全ての人が包摂される社会が実現できれば、安心感が醸成され、

将来の見通しが確かなものとなり、消費の底上げ、投資の拡大につながるとともに、長期的

には少子高齢化への対策となると考えられています。また、リモートワークの普及により、

働く場の自由度が増し、地域への様々な人の流れが強化され、多様な個人の能力が発揮され

ることにより、働いている人の割合の増加やイノベーションの創出が図られ、経済成長が加

速していくことが期待されています。 

このため、誰もが個性や能力を発揮できる環境の整備（政策１）、希望を叶える子育て支

援等の充実（政策２）、地域へのひとの流れの強化（政策３）といった 3 つの政策により、

誰もが生涯を通じて活躍できる環境の整備を図ります。 
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政策１ 誰もが個性や能力を発揮できる環境の整備 

【政策の基本的な考え方】 

人口が減少する中で、地域の活力を維持していくためには、誰もが自分の持つ個性や

能力を発揮し、やりがいを持って就労等が可能となる環境づくりを進めていく必要があ

ります。特に、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる環境づくりが重要であり、これによ

り、多くのポテンシャルを秘めている女性の活躍や、若年女性を中心とした本県への定

住の促進といった効果も期待できます。 

このため、長時間勤務などを前提とした労働慣行を見直し、労働生産性の向上を促す

など働き方改革を推進するとともに、男女共同参画社会の実現に向けた意識改革や、企

業等の取り組みへの支援を行い、広く男性も女性も働きやすい職場環境づくりを進めま

す。 

さらに、年齢、障害や疾病の有無、介護などの家庭事情などに関わらず、それぞれの

希望に応じて、就労や地域での活動が可能となり、社会の担い手として活躍することが

できるよう、就労支援や、生活と仕事の両立支援、介護予防などの取り組みを進めると

ともに、誰もが自分らしく、いきいきと暮らすことができる、多様性を尊重する社会の

実現を図ります。 

【パートナーシップ】 

 
【期待される政策効果】 

性別、年齢、障害や疾病の有無、介護などの家庭事情等に関わらず、それぞれの希望

に応じて、就労や地域での活動を行い、誰もが活躍できる環境が実現しています。 

個性や能力を
発揮できる
環境の整備

県民

市町村

県

関係団
体等

NPO
等

企業等

 多様な個性の理解 

 様々な働き方の実践 

 情報提供 

 相談支援体制の整備 

 県民・企業への意識啓発 

 企業等の取組促進 

 必要な援助・配慮の周知 

 当事者間等の連携 

 働き方改革の実践 

 希望に応じた就労受入 

 学習機会等の提供 

 交流活動等の企画・実践 
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政策２ 希望を叶える子育て支援等の充実 

【政策の基本的な考え方】 

一人ひとりのライフプランに即して、結婚や出産の希望が叶い、安心して子どもを産

み育てることができる環境を整えることは、根源的な課題である少子高齢化対策として

非常に重要です。また、子育てしやすい環境づくりは、仕事と子育ての両立を促進し、

子育て世代が様々な場面で活躍することが可能となり、子育て世代の定着にもつながり

ます。 

このため、子育て支援を担う人材の確保に努めるとともに、市町村と連携して、結婚、

出産、子育ての各ライフステージにおいて、必要な支援を受けることができ、安心して

子どもを産み育てることができる環境を整備します。 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

 

【期待される政策効果】 

一人ひとりの結婚や出産の希望が叶い、安心して子どもを産み育てることができる環

境が整備されています。 

子育て支援
の充実

県民

市町村

県

支援機
関等

企業等

NPO
等

 保育サービス等の活用 

 正しい知識の習得 

 保育サービスの提供 

 子育て支援施策の推進 

 人材の育成 

 市町村等の支援 

 相談・支援体制の整備 

 出会いの場の提供 

 子育て相談・支援 

 職場環境の整備 

 職場の意識づくり 
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政策３ 地域へのひとの流れの強化 

【政策の基本的な考え方】 

地域の活力を維持し、地域経済の担い手を確保していくためには、誰もが活躍できる

環境づくりに加え、県内へのひとの流れを強化していく必要があります。そのため、若

年世代を中心に移住・定住を支援するための拠点を設け、本県への移住を希望する方へ

の相談支援体制を強化するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方へ

の関心が高まる中、大企業やスタートアップ企業等を対象に、関係人口の創出、拡大に

も資する二拠点居住の取り組みを推進し、将来的な移住へとつなげます。 

また、県内産業の人手不足が深刻化する中で、県内企業への支援を強化するなど外国

人材の受け入れを促進するとともに、外国人との共生社会実現に向けた環境整備を推進

します。 

 

【パートナーシップ】 

 

 

 

【期待される政策効果】 

移住者・二拠点居住者を受け入れるための体制が整備され、都市から地方へのひとの

流れが強化されるとともに、新たに県内で働くようになった外国人材がその能力を十分

に発揮し、地域で共生する環境が整備されています。 

ひとの流れ
の強化

県民

市町村

県
支援機
関等

企業等

 多様な文化への理解 

 移住者等の受入 

 移住促進の情報発信 

 移住相談対応 

 企業への情報提供 

 市町村等への支援 

 受入のための支援 

 共生に向けた相談対応 

 就労の場の提供 

 サービス等の提供 
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戦略４ 安心「やまなし」充実戦略 

【戦略のねらい】 

現在、本県の健康寿命は全国最高水準にありますが、「人生 100 年時代」が迫る中、この

水準を更に高めていくとともに、今後起こり得る未知なる感染症への備えを強化し、生まれ

てから、地域の中で育ち、働き、老いを迎えるそれぞれのライフステージにおいて、誰もが

安心して暮らすことができる社会を構築する必要があります。 

また、自然環境と調和した持続可能な社会への転換が世界的に求められており、バランス

の取れた自然環境の利用と保全や、再生可能エネルギーの普及や CO2 の排出抑制による地球

温暖化対策に取り組んでいく必要があります。 

このため、感染症に対して強靱な社会づくり（政策１）、健康・命を守る保健医療の確保

（政策２）、地域で安心して自分らしく暮らすことができる福祉の充実（政策３）、環境と調

和した持続可能な社会への転換（政策４）といった 4 つの政策により、安心して暮らすため

の保健・医療・福祉の充実と持続可能な社会への転換を図ります。 
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政策１ 感染症に対して強靱な社会づくり 

【政策の基本的な考え方】 

感染症は、生命や健康をおびやかすだけではく、ひとたび発生・拡大すると、生活や

社会経済にも大きな影響を及ぼします。 

感染症の発生予防及びまん延防止を図るとともに、今後起こり得る未知なる感染症へ

の備えを強化し、り患した際も感染者が治療に専念でき、回復後は地域社会に快く迎え

られる、誰もが安全で安心な生活と経済活動を両立できる社会を構築する必要がありま

す。 

このため、感染症対策の専門機関を中心とした体制を整備し、医療機関などの関係機

関との連携・協働のもと、より実効性の高い、社会全体での感染拡大防止対策の実施や

必要な医療の提供などの取り組みを進めるとともに、県民等への的確な情報提供を通し

て、感染症への理解を促進します。 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

実効性の高い対策により感染症が制御され、県民の生命や健康が守られるとともに、

有事においては感染拡大防止と社会経済活動の両立が実現しています。 

感染症に

対して

強靱な社会

県民

市町村

県

企業等

大学等

医療
機関

 感染拡大防止対策の実施 

 感染症への理解 

 情報提供 

 県等との連携 

 感染症対策の総合的推進 

 医療機関等の支援 

 感染予防対策への協力 

 様々な働き方の実施 

 必要な医療の提供 

 訓練の実施 

 人材の育成 

 学ぶ機会の確保 
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政策２ 健康・命を守る保健医療の確保 

【政策の基本的な考え方】 

健康は人生 100 年時代の基盤となるため、安心して医療を受けることができる体制を

確保するとともに、現在も高い水準にある健康寿命の更なる延伸により、県民一人ひと

りの QOL（生活の質）の向上を図っていく必要があります。 

このため、地域で必要とされる医療が提供できるよう、医師や看護職員などの医療を

担う人材確保・定着や、医療の体制整備を図るとともに、がんなどの疾病対策、医療や

健診等のデータを活用した自発的な健康づくり、生活習慣病予防などを進めます。 

 

 

 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

 

【期待される政策効果】 

十分な人材が確保され、誰もが地域で安心して医療を受けることができる体制が整備

されるとともに、疾病予防や生活習慣病予防などの取り組みが進み、健康寿命の延伸が

図られています。 

保健医療の
確保

県民

市町村

県

関係
団体等

大学等

医療
機関

 健康づくり活動の実践 

 適切な医療機関の受診 

 健康情報の提供 

 各種検診等の実施 

 医療提供体制の整備 

 市町村等の支援 

 研修会の実施 

 救急医療センター運営 

 必要な医療の提供 

 医療人材の確保 

 医療人材の育成 

 先端医療の研究 
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政策３ 地域で安心して自分らしく暮らすことができる福祉の充実 

【政策の基本的な考え方】 

地域には、高齢者や子ども、障害のある方・ない方など多様な人々が暮らしています。

制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会を実現して

いく必要があります。 

このため、地域包括ケアシステム38や障害福祉サービス、自殺予防対策、生活困窮者

対策など個別のニーズに対応した取り組みを進めるとともに、介護待機者ゼロ社会を目

指した施設整備、地域福祉を支える人材の確保・育成、相談体制の強化、多様な主体の

連携などを推進します。 

【パートナーシップ】 

 
 

 

 

【期待される政策効果】 

多様化・複雑化する福祉ニーズに対応する取り組みが進み、誰もが地域で安心して自

分らしく暮らすことができるようになっています。 

                         
38 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制 

地域福祉の
充実

県民

市町村

県

社会福
祉協議
会等

NPO等

社会福
祉法人
等

 地域活動への参加 

 地域福祉制度への理解 

 地域の支援体制整備 

 地域福祉活動の推進 

 サービス提供体制整備 

 意識啓発・情報提供 

 地域に密着した活動 

 関係機関との協働・調整 

 福祉サービスの提供 

 サービスの質の向上 

 地域のニーズ把握 

 社会貢献活動の実施 
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政策４ 環境と調和した持続可能な社会への転換 

【政策の基本的な考え方】 

現代社会は、物質的な豊かさと生活の利便性をもたらす一方で、地球温暖化など、様々

な問題を引き起こしており、近年では、マイクロプラスチックによる海洋汚染など新た

な課題も生じています。省エネルギーや脱炭素による地球温暖化対策などにより、こう

した課題に適切に対応するとともに、SDGs の考え方も活用し限りある資源の循環的な

利用を基調とする持続可能な社会を構築していく必要があります。 

このため、県民や市町村、企業・団体等と連携しながら、健全で恵み豊かな自然環境

などの保全を図るとともに、本県の強みである良質な水や豊かな森林などの地域資源を

活用し、環境・経済・社会が好循環する持続可能な社会づくりを進めます。また、クリ

ーンエネルギーの活用や、自立・分散型エネルギーシステムの導入促進、次世代エネル

ギーシステムの研究開発、県民総参加による地球温暖化対策を推進します。 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

【期待される政策効果】 

地球温暖化対策としてクリーンエネルギーの導入拡大や環境に配慮した行動が浸透

するとともに、自然環境の保全と地域資源の活用の調和が図られ、持続可能な社会への

転換が進んでいます。 

持続可能な
社会への
転換

県民

市町村

県

関係団
体等

電気事
業者等

企業等

 環境に配慮した行動 

 県民運動等への参加 

 情報提供 

 関連事業の実施 

 方針策定と意識啓発 

 水力発電等の実施 

 環境保全・活用の実施 

 希少野生動植物の調査 

 環境に優しい製品提供 

 省エネの実践 

 クリーンエネルギーの

供給 
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戦略５ 快適「やまなし」構築戦略 

【戦略のねらい】 

県内で行われる様々な経済活動や、人々の生活を支える基盤をしっかりと構築していくた

めには、現在社会実験が進められている自動運転などの活用を含めた、迅速なヒトやモノの

移動を可能とする交通・通信インフラの充実や、今後発生する可能性がある大規模自然災害

等を考慮し、被害の最小化と迅速な復旧復興のための取り組みが重要となります。 

また、ハード面での対策とあわせて、地域で快適に生活していくための生活環境の保全や、

地域の安全の確保、誰もが互いを認め理解し社会全体で受け入れられ、地域住民の一員とし

て孤立しないコミュニティの形成、個人・コミュニティ・行政が果たす役割の再構築など、

ソフト面での取り組みを進めていく必要があります。 

このため、産業・生活を支える交通・通信インフラの充実（政策１）、災害に強い強靱な

県土づくり（政策２）、良好な生活環境と地域を支えるコミュニティづくり（政策３）とい

った 3 つの政策により、産業や生活の基盤づくりを図ります。 
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政策１ 産業・生活を支える交通・通信インフラの充実 

【政策の基本的な考え方】 

農産物などを含めた原材料や製品などの物流、スムーズな観光地等へのアクセスなど、

交通ネットワークは、産業活動に重要な県内外のヒトやモノの流れを支える役割を果た

しています。特に、リニア中央新幹線の開業により大幅に短縮した時間距離のメリット

を、全県に波及させるための交通網の整備が重要となります。 

また、日常の買い物や医療機関への通院、通勤・通学など、地域での快適な生活のた

めに、道路などの施設と併せて、県民の足となる公共交通の確保を図る必要があります。 

このため、新山梨環状道路などの地域高規格道路や高速道路などの整備により、快適

な交通ネットワークの充実を図るとともに、ICT 技術などを活用した自動運転など、次

世代モビリティ・システムの検討・推進を含め、公共交通の確保や公共交通を補完する

新たな交通サービスの導入に向けた取り組みを進めます。また、産業・生活を支える ICT

利活用に必要な通信環境（第 5 世代移動通信システム（5G））の充実を図ります。 

【パートナーシップ】 

 

 

【期待される政策効果】 

道路ネットワーク等の整備が進むとともに、県民の足となる公共交通などが確保され、

また、5G を活用した取り組みが進み、産業の活性化や生活の利便性確保が図られてい

ます。 

交通・通信
インフラの

充実

県民

市町村

県

国等

関係団
体等

交通・
通信

事業者

 公共交通等の利用 

 道路網整備への理解 

 県と連携した道路整備 

 公共交通等の確保 

 道路整備等の実施 

 事業主体への働きかけ 

 高速道路等の整備 

 財政支援 

 公共交通サービス・通信

サービスの提供 

 利便性の向上 

 事業主体への働きかけ 
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政策２ 災害に強い強靱な県土づくり 

【政策の基本的な考え方】 

大規模自然災害への対策として、人命の保護を最大限図るとともに、県民の財産や公

共施設の被害を最小化し、社会的に重要な機能を維持するための取り組みが必要であり、

被害が発生した場合も、迅速な復旧復興が重要となります。 

このため、流域治水対策や土砂災害対策など事前防災対策を加速化させるとともに、

道路ネットワークの機能強化、インフラの老朽化対策にも取り組み、加えて、電力供給

体制の強靱化や農業生産基盤の整備、治山施設・森林の整備などにより、災害に強い基

盤づくりを進めます。また、平常時から、防災に関するシンポジウムの開催などを通じ

た県民の防災に対する知識の普及や、市町村と連携した防災訓練の実施や広域避難計画

をはじめとする各種避難計画の策定を支援することにより災害発生時の対応力の強化

を図り、被害が発生した場合には、早期の再建・回復が可能となるよう被災者の支援や、

生活の基盤となるインフラの復旧に取り組みます。 

 

【パートナーシップ】 

 
 

 

【期待される政策効果】 

被害を最小化するための施設整備などとともに、自助・共助・公助の適切な組み合わ

せにより役割分担が明確化され、自然災害に備えた県土づくりが進んでいます。 

強靱な
県土づくり

県民

市町村

県

関係団
体等

研究機
関等

企業等

 防災意識の向上 

 地域防災活動への参加 

 災害発生時の応急対応 

 自主防災組織等の研修 

 防災対策の総合的推進 

 市町村等の支援 

 災害発生時の対応支援 

 訓練への参加 

 地域防災への理解 

 災害時の相互協力 

 火山防災に関する研究 

 研究成果の周知 
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政策３ 良好な生活環境と地域を支えるコミュニティづくり 

【政策の基本的な考え方】 

快適な生活環境の創出・維持のためには、人と人がつながり、日常生活の場となる地

域コミュニティの活性化が重要であるため、地域で生まれ育った人も移住者も含め誰も

がコミュニティの一員として定着するための支援や、様々な主体による地域活性化への

支援、地域における防犯対策などが重要です。また、生活環境の保全のため、空き家対

策や廃棄物対策、良好な景観づくりなどにも取り組んで行く必要があります。さらに、

過疎地域などの条件不利地域においても県民が暮らしたい場所で暮らし続けることが

できるよう、市町村等を支援し、国の進める小さな拠点の形成などにより、集落機能の

維持など活力ある地域づくりを図る必要があります。 

このため、市町村等と連携して、移住者などに対して、きめ細かな支援を行う体制を

整え、地域とのつなぎ役を担う人材の育成や各地域への定着を進めるほか、防犯対策や

空き家対策、廃棄物対策など暮らしやすい地域づくり、良好な景観の保全などによるま

ちづくりを進めます。 

【パートナーシップ】 

 
 

【期待される政策効果】 

移住者を含む多様な人や団体などが暮らしやすい地域づくりに参画するなど、地域コ

ミュニティが活性化されています。 

生活環境と
コミュニティ

づくり

県民

市町村

県

関係団
体等

企業等

NPO
等

 地域での活動への参加 

 消費者意識等の向上 

 移住者の定着支援 

 関係団体等の活動支援 

 企業等への意識啓発 

 市町村等への支援 

 地域の交流活動の実施 

 防犯活動等の実施 

 行政や企業との協働 

 人材の育成 

 食の安全等への取組 

 犯罪抑止への協力 
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２ 行財政改革の取り組み 

現在直面している様々な社会経済システムの課題の解決を図りながら、山梨が未来に

向かって発展していくためには、県民の声を丁寧に聞きながら、新たな施策に積極的に

チャレンジをしていく必要があります。さらに、財政規模の小さな本県では、そういっ

た取り組みのための財源を確保し、持続可能な行財政構造を確立することが重要です。 

国においては、道州制に関する検討なども進められていますが、2018（平成 30）年に

報告書が提出された総務省の研究会では、2040（令和 22）年に向けた新たな自治体行政

の基本的考え方として、AI などの新しい技術を活用し、より少ない職員で効率的に事

務を処理するスマート自治体への転換、現在の市町村間連携と都道府県による補完を更

に進めた圏域マネジメントと二層制の柔軟化などが示されています。 

本県が現在直面している課題を解決していくためには、スマート自治体への転換によ

る業務の効率化を図るとともに、県庁の職員一人ひとりが、日常の業務の中で、現場に

おける様々な声をしっかりと把握し、県が何に取り組んで行くべきであるのか、自ら考

え、事業の PDCA サイクル39により継続的な見直しを行いながら、国の施策等とも連動し

た新たな取り組みにも積極的にチャレンジしていく必要があります。 

また、これらの取り組みを支えるための財源の確保については、制度改正のための働

きかけや、国の補助金や交付金の活用などにより、国の力を最大限生かしながら、独自

財源の確保にも努めていく必要があります。 

 

 

  

                         
39 Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）を主要な要素とするマネジメントサイクル 
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取組１ スマート自治体の構築と課題解決のためのチャレンジの実践 

本県を取り巻く環境の変化や、多様化・複雑化する行政ニーズに対応していくために

は、県民ニーズを的確に捉え、柔軟に対応できる県庁であり続ける必要があります。 

このため、AIやRPA40などの最新のICTを最大限に活用するスマート自治体の構築や、

行政手続きのオンライン化、オープンデータ推進によるデータの有効活用を図り、業務

の効率化を進めるとともに、県庁の職員一人ひとりが、日常の業務の中で、現場におけ

る様々な声をしっかりと把握するとともに、知事と県民の意見交換の場の設定や、国政・

県政・市町村政、それぞれの担い手の間のコミュニケーションの活性化等により、現在

の課題認識や新たな施策の実施のための意見交換を積極的に行っていきます。 

このようにして把握した様々な行政ニーズに対して、事業の PDCA サイクルに基づい

た継続的な見直しを進めるとともに、国の施策の動向なども把握しながら、県庁全体で

新しい施策に積極的にチャレンジしていきます。 

 

取組２ 持続可能な行財政運営 

課題解決に向けたチャレンジに取り組んで行くためには、それを支える持続可能な行

財政運営を行っていく必要があります。 

このため、新たな課題に柔軟に対応するための人材育成・組織体制づくりに取り組む

とともに、職員の創意工夫を促し、働き方改革に取り組みます。 

また、取り組みの裏付けとなる財源等の確保については、税収確保対策等による独自

財源の確保はもとより、国の力を最大限活用するとともに、民間企業等のノウハウを活

用するための取り組みを進めます。 

 

 

 

 

                         
40 Robotic Process Automation の略で、ロボットによる業務自動化 
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３ 計画の推進 

計画を実効性のあるものにするためには、県民一人ひとりをはじめ、多様な主体と目

指すべき本県の姿を共有し、それぞれが役割を果たす中で、取り組みを進めていく必要

があります。 

また、本県のまち・ひと・しごと創生総合戦略として位置付けられる本計画において

は、まち・ひと・しごと創生に関する国のビジョンや総合戦略等との整合を図りつつ、

計画に位置付ける全ての施策の推進により人口減少対策の効果を上げることを目指し

ていくこととします。 

さらに、世界共通の目標となっている SDGs の視点を踏まえて取り組みを進めていく

ことにより、主体となる市町村や企業、関係団体、教育機関等と、SDGs の理念を軸に、

課題を共有し、連携することが可能となります。そのため、SDGs の視点も踏まえて、計

画を推進していくこととします。 

計画を効果的に進めていくためには、施策・事業の実施状況等について検証し、必要

に応じて見直し・改善を図っていくことが重要です。そのため、年度ごとに施策・事業

の進捗状況の管理を行い、計画の効果的な推進を図ります。 

 

（１）多様な主体とのパートナーシップ（連携と協働） 

少子高齢化などの様々な課題に向き合い、技術の進歩などによってもたらされる新し

い社会「Society5.0」に対応しながら、「県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまな

し」を実現することは、県単独の力でできるものではなく、県民はもちろん、市町村、

関係団体、民間企業、NPO、教育・研究機関などの多様な主体が、それぞれの役割を果

たしながら、互いに連携して取り組んで行く必要があります。 

価値観が多様化し、課題も複雑化する中で、立場の異なる多様な主体が連携するため

には、「県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし」を実現するという目標を共有

し、対等な立場で、それぞれの自立性・主体性のもと、互いの特性を認め合いながら協

力していく協働により取り組んでいくことが重要です。 
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本計画の推進にあたっては、多様な主体と連携・協働するパートナーシップを重視し、

施策・事業の推進を図ることとします。 

さらに、共通の課題を抱える近隣都県と連携し、本県だけでは対応に限界がある取り

組みや、広域的な対応が必要となる課題への対応について、それぞれの都県が持つ長所

や資源も取り入れながら、解決に向けて取り組んでいきます。 

 

（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略としての取り組み 

この計画は、まち・ひと・しごと創生法第 9 条第 1 項に規定するまち・ひと・しごと

創生※に関する施策についての基本計画の性質もあわせ持っています。 

そこで、同条第 2 項に基づき、次に掲げる 4 つの基本目標を設定し、本章で掲げた政

策体系に位置付ける施策をこれらの基本目標のもとに関連付け、政策体系の垣根を超え

て分野横断的に推進することにより、あらゆる施策・事業を動員して、将来にわたり活

力ある地域社会を維持するための「まち」「ひと」「しごと」の創生に取り組んでいきま

す。 

取り組みに当たっては、「地方創生」が全国的な重要政策として中長期にわたり展開

されるものであることにかんがみ、国と歩調を合わせて、また、国の資金を活用しなが

ら進めていくこととします。 

 

※「まち」の創生：県民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成 

※「ひと」の創生：地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 

※「しごと」の創生：地域における魅力ある多様な就業の機会の創出 

 

基本目標１ 魅力あるしごとと、これを支える人材をつくる 

〈数値目標〉 

◆ 産業の付加価値生産性 

目標：2016（平成 28）年の値から 10％の向上（2021（令和 3）年） 

 

〈基本的方向〉 

○  人々が「やまなし」に夢を描き、この地に暮らし続けていくためには、経済的な基
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盤の安定が欠かせず、地域に魅力ある雇用の場を創出することが必要です。 

○  このため、県内の各産業が未来技術の活用などにより高い付加価値を生み出し、事

業活動における生産性と収益力の向上が県民の所得向上につながるよう支援するとと

もに、企業等と連携して、若年世代が培った能力を十分に発揮しながらやりがいをも

って取り組める「活躍のステージ」としての仕事づくりを促進することにより、県内

外の人々に「やまなし志向」をもたらす魅力的な雇用の拡大を図ります。 

○  さらに、こうした産業と雇用を支える「ひと」の力を確保し、地域経済の活力を維

持していくため、教育環境の充実や、地元で活躍する産業人材の育成などにより、時

代にあった人材の確保・創出を進めていきます。 

 

基本目標２ やまなしへの新しいひとの流れをつくる 

〈数値目標〉 

◆ 社会増減 

  現状値 転出超過 2,454 人（2018（平成 30）年） 

 ⇒ 目標 転出超過数の半減（1,227 人）（2022（令和 4）年） 

 

〈基本的方向〉 

○  東京圏への一極集中の傾向が継続する中、本県においても、特に若年世代における転

出超過が著しく、人口減少の大きな要因となっています。 

○  一方、新型コロナウイルスの感染拡大により、都市部の人口集中の弊害として、密閉、

密集、密接の３密の回避が難しく、また、パンデミックや医療崩壊の発生する可能性が

高いなど、その脆弱性が顕在化し、地方への移住や就業の関心が高まっています。 

○  こうした流れを確実につかみとり、本県が地域の活力と持続性を維持していくために

は、地域経済の活性化に加え、域外から人を呼び込む仕組みを強化することが必要です。 

○  このような状況を本県への大きなひとの流れにつなげていくため、2027（令和 9）年

に予定されるリニア中央新幹線の開業を絶好の機会として、本県の豊かな自然、特色あ

る農産物や観光資源といった魅力を最大限活用し、企業誘致や二拠点居住、誘客を推進

するとともに、若年層を中心とした UI ターンを促して本県への移住・定住を支援する

ことや、都市在住者の「やまなし」への関心と愛着を育み「関係人口」を創出・拡大す

ることなどにより、本県にひとを惹きつける取り組みを強化していきます。 

 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが活躍できるやまなしをつくる 

〈数値目標〉 

◆ 合計特殊出生率 

  現状値 1.53（2018（平成 30）年） ⇒ 目標 1.6（2022（令和 4）年） 
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〈基本的方向〉 

○  県民の望むライフスタイルを実現し、併せて少子化の流れをくいとめるためには、

「結婚したい」「子どもを育みたい」といった希望がかなえられ、安心して出産・子育

てできるワーク・ライフ・バランスに配慮された社会環境を整えていく必要がありま

す。 

○  また、人口減少や少子高齢化が進む中で活気あふれる地域を維持していくために

は、年齢や性別、障害・疾病の有無、国籍、家庭事情などにかかわらず、誰もが居場

所と役割をもって活躍できる地域社会を実現していくことが必要です。 

○  このため、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てまでの段階に応じた切れ目のない

支援を強化し、仕事と育児の両立支援など子育てしやすい環境づくりを進めるととも

に、女性がその能力と意欲を存分に発揮し活躍できる社会の構築に取り組みます。 

○  また、高齢者や障害・疾病がある人も就労や地域での活動を継続できるよう、就労

支援や、生活と仕事の両立支援、介護予防などの取り組みを強化していきます。 

○  さらに、外国人材の地域における受け入れ・共生を支援し、産業の担い手として、

また、地域コミュニティの担い手としての活躍を促していきます。 

 

基本目標４ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守る 

〈数値目標〉 

◆ 県民の地域に対する満足度 

  目標 地域における生活の満足度が高い県民の割合 80％以上 

（2022（令和 4）年度） 

 

〈基本的方向〉 

○  ひとが集い、幸せを実感しながら暮らしを送ることができる地域社会を実現するた

めには、社会経済情勢や自然環境の変化、技術革新の影響など、変化の著しい時代の

要請に応じた地域づくりを的確に進める視点をもって、産業や県民生活を支える社会

基盤を整え、県民が安心して暮らすことができる地域を創出していく必要がありま

す。 

○  このため、第 4 次産業革命による技術革新の成果を地域社会に取り込みつつ、医

療・介護体制の整備や健康づくり・疾病予防の取り組み、感染症に対して強靱な地域

社会への移行、自然環境の保全・地球温暖化対策などの取り組みにより、安全・安心

な生活と経済活動が両立する持続可能な社会への転換を図るとともに、道路網の整備

や地域公共交通の確保などの交通ネットワークの充実、災害の発生に備えた情報提供

体制の整備などにより、安全・快適に暮らすことができる「やまなし」をつくりあげ
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ていきます。 

○  また、東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を契機としたスポーツの振興

や文化芸術の振興などを通じて、健やかで心豊かに暮らすことができるような地域づ

くりを推進します。 
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（３）持続可能な開発目標（SDGs）の視点と政策体系の関係 

持続可能な開発目標（SDGs）は、2015（平成 27）年に国連サミットにおいて、「誰一

人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための国際目標として、

全会一致で採択されました。 

国においても、2016（平成 28）年に持続可能な開発目標（SDGs）実施指針を策定する

とともに、地方自治体においても、様々な計画の策定に当たって、SDGs の要素を最大限

反映するよう促しています。 

SDGs では、極端な貧困を含む、あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の

地球規模の課題であり、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現を目指すとしています。 

この考え方は、本計画の基本理念で示した取り組みの方向性と軌を一にするものと考

えられるため、計画の推進にあたって、SDGs における 17 のゴールと政策体系の関係を

示すことにより、SDGs でも想定している多様な主体と目標を共有し、施策・事業に取り

組んでいきます。 

また、これから本県が目指す「感染症に対して強靱な社会」の実現に向けても、これ

までと同様に SDGs を推進し、17 番目のゴールであるパートナーシップにより、目標を

達成することとします。 
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図表 69 17 のゴール 

ゴール ゴール 

1  貧困をなくそう 10  人や国の不平等をなくそう 

2  飢餓をゼロに 11  住み続けられるまちづくりを 

3  すべての人に健康と福祉を 12  つくる責任つかう責任 

4  質の高い教育をみんなに 13 
 

気候変動に具体的な対策を 

5  ジェンダー平等を実現しよう 14  海の豊かさを守ろう 

6  安全な水とトイレを世界中に 15  陸の豊かさも守ろう 

7  エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 
16  平和と公正をすべての人に 

8  働きがいも経済成長も 17  パートナーシップで目標を達成しよ

う 

9  産業と技術革新の基盤をつくろう 
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図表 70 山梨県総合計画の政策体系と持続可能な開発目標（SDGs）の１７のゴールの関係 

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

戦
略
１ 

①やまなしを牽引する産業の育

成 
 ●     ● ● ●  ●       

②観光産業の振興        ● ●  ● ●   ●   

③農業の成長産業化  ●      ● ●  ●  ●     

④林業の成長産業化  ●     ● ● ●  ● ● ●  ●   

⑤地場産業や経済を循環させる

産業の強化 
 ●      ● ● ● ●       

戦
略
２ 

①一人ひとりの個性を生かした

教育の推進 
●   ●    ●  ●  ●      

②産業を支える人材の育成・確

保 
●   ●    ● ● ●  ●      

③文化芸術やスポーツの振興に

よる可能性の発揮 
   ●    ●  ●        

戦
略
３ 

①誰もが個性や能力を発揮でき

る環境の整備 
●   ● ●   ●  ● ●       

②希望を叶える子育て支援等の

充実 
●  ● ● ●   ●  ● ●       

③地域へのひとの流れの強化  ●  ●    ● ● ● ●       

戦
略
４ 

①感染症に対して強靱な社会づ

くり 
  ●        ●       

②健康・命を守る保健医療の確

保 
 ● ●  ● ●            

③地域で安心して自分らしく暮

らすことができる福祉の充実 
● ● ● ● ●   ●  ●      ●  

④環境と調和した持続可能な社

会への転換 
 ● ● ●  ● ●    ● ● ● ● ●   

戦
略
５ 

①産業・生活を支える交通イン

フラの充実 
        ●  ●       

②災害に強い強靱な県土づくり ● ●       ●  ●  ●  ●   

③良好な生活環境と地域を支え

るコミュニティづくり 
 ● ●   ●   ●  ● ●    ●  

 計画の推進                 ● 
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（４）計画の進捗状況の管理 

① 計画の進捗状況の評価 

毎年度、各施策事業の実施状況や成果を把握するとともに、施策ごとに設定した

成果指標の達成状況を確認し分析することにより、計画の進捗状況について総合的

に評価します。 

 

② 評価結果の公表等 

【県議会及び政策評議会への報告】 

計画の推進に関して意見をいただくため、県議会及び政策評議会に評価結果を報

告します。 

【県民への公表、県民ニーズの把握】 

県ホームページを通じて評価結果を県民に広く公表するとともに、県民との対話

などを通じて県民ニーズの的確な把握に努めます。 

 

③ 施策・事業等の改善・見直し 

評価結果について、県議会等の意見や県民ニーズも踏まえ、翌年度以降の予算編

成や、組織の見直し、施策事業の展開に反映していきます。 

 


